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第１章 環境基本計画の基本的事項 

第１節 計画改定の趣旨 

本市では、2008（平成 20）年 3 月に改定した「大分市環境基本計画」に基づき、望ま

しい環境像「心の豊かさをはぐくみ 環境と調和する質の高い社会をめざす都市 おおいた」

の実現に向け、各種環境施策を推進してまいりました。 

前回の改定から 8 年が経過し、この間、国においては、2012（平成 24）年に「第四次

環境基本計画」や「生物多様性国家戦略 2012-2020」を策定するなど、環境を取り巻く様々

な進展がありました。 

特に、「第四次環境基本計画」では、東北地方で甚大な被害をもたらした東日本大震災での

教訓を受けて、「安全」に対する考えが新たに追加されました。具体的には、「安全」が確保さ

れることを前提として、「低炭素」・「循環」・「自然共生」の各分野が、統合的に達成され健全

で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域にわたって保全される社会（めざすべき持続可能

な社会）を実現するとしています。 

本市においても、2013（平成 25）年 3 月に「大分市地球温暖化対策実行計画」を策定

し、2014（平成 26）年 11 月から、家庭ごみの有料化制度を開始するなど、環境行政を取

り巻く状況が大きく変化しています。 

このような中、2016（平成 28）年 3 月に第二次の環境基本計画期間が終了することか

ら、2016（平成 28）年 6 月に策定した新しい大分市総合計画「おおいた創造ビジョン 2024」

を踏まえ、2017（平成 29）年度以降の本市における良好な環境の保全と創造に向けた環境

行政を推進することを目的に、この度、環境基本計画を改定しました。 
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大分市環境基本計画 

 

 

第２節 計画の役割・位置づけ 

本計画は、大分市環境基本条例第 8 条に基づき、市、市民、事業者をはじめ関係団体等、

環境に関わるすべての関係者が、目標や計画を共有し、連携・協働して取り組んでいく環境に

関する施策を総合的、計画的に推進するための基本となる計画です。 

そのため、市政運営の基本となる「大分市総合計画」の環境分野の施策との整合や、関連

する他分野の個別事業計画との連携も図りながら、施策を推進していきます。 

また、本計画では、望ましい環境像を掲げ、事業者、市民が取り組むべき環境に配慮した

行動の取組を示し、その実現へと誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

計画の位置づけ 

 

 

第３節 計画の期間 

本計画の期間は、2017（平成 29）年度から 2024（平成 36）年度までとします。ただ

し、社会的情勢の変化に応じて、必要な場合には計画の見直しを行います。 

 

 

 

具体化 

大分市環境基本条例 

事業者・市民 
 

 
個別事業計画 

第３次大分県環境基本計画 

大分県 

第四次環境基本計画 

国 

誘導 

策定 策定 

配慮 

調整 

 
大分市総合計画 

3
「おおいた創造ビジョン2024」 

 

 

 

大分市地球温暖化対策実行計画 

大分市一般廃棄物処理計画 等 

策定 

連携・協働 
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第４節 計画の対象地域と環境の範囲 

本計画の対象地域は、本市全域とします。なお、地域を越えた対応が必要な場合は、「大分

都市広域圏」等の周辺自治体、県、国と連携して対応します。 

本計画が対象とする環境の範囲は、次の「自然環境」「快適環境」「生活環境」「資源循環」

「地球環境」及び「環境教育・連携」の 6 分野とします。 

 

※「大分都市広域圏」…大分市、別府市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後
ぶ ん ご

大野市、由布市、日出町 

 

計画において対象とする環境の範囲  

分野 対象 

自然環境 河川、海、森林、農地、生きもの 等 

快適環境 水辺空間、公園緑地、緑化、歴史・文化、都市景観 等 

生活環境 水質、土壌、大気、騒音・振動 等 

資源循環 廃棄物、水資源 等 

地球環境 地球温暖化、オゾン層 等 

環境教育・連携 環境教育・環境学習、連携、環境保全活動 等 
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第５節 計画の主体と役割 

本計画の主体は、市、市民、事業者とします。 

望ましい環境像を実現していくために、市、市民、事業者がそれぞれの役割を果たし、計

画を推進します。 

 

■市の役割 

市は、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、率先し

て自らの事務・事業に伴う環境への負荷の低減に努め、市民、事業者、NPO 等団体の環

境保全活動に対しては多方面からの支援を行い、また、広域的な取組を必要とするものに

ついては、「大分都市広域圏」構成市町を含めた周辺自治体、県、国との連携・協力体制

の構築に努めます。 

 

 

■市民の役割 

市民は、日常生活が環境へ負荷を与えていることを認識し、自ら積極的に環境への負荷

の低減に努めるとともに、市が実施する環境の保全と創造に関する施策への協力をはじめ、

地域における環境保全活動への参加に努めます。 

 

 

■事業者の役割 

事業者は、事業活動が環境へ負荷を与えていることを認識し、公害の未然防止、自然環

境の保全、環境への負荷の低減など自主的な取組に努めるとともに、市が実施する環境の

保全と創造に関する施策への協力をはじめ、地域の構成員として、地域における環境保全

活動への貢献に努めます。 
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第２章 大分市の現状 

第１節 大分市の概況 

(１)位置 

本市は、九州の東端、瀬戸内海の西端に位置し、大分県の扇状地域の要にあり、南は

臼杵市及び豊後
ぶ ん ご

大野市、西は別府市、由布市及び竹田市に接しています。 

また市域は、東西 50.8ｋｍ、南北 24.4ｋｍにわたり、市域面積は、502.39ｋｍ２

（2016（平成 28）年 1 月 1 日現在）となっています。 

 

大分市 位置図 

 

(２)沿革 

本市の大分という地名の由来は、当地が豊後
ぶ ん ご

国風土記において広々とした美田、碩田

（おおきた）と名付けられ、後に「大分」と書かれるようになったことが始めともされ

ています。 

中世・戦国時代には、大友宗麟の下に隆盛を極め、いち早くキリスト教を受け入れ南

蛮文化を開花させ、世界にも知られた全国有数の貿易都市「豊後
ぶ ん ご

府内」が形成されまし

た。 

明治に入ると、近隣の町村との合併が繰り返され、1911（明治 44）年 4 月には市

制が施行されました。 

昭和に入ると、太平洋戦争による大空襲、そして復興を経て、高度経済成長期の 1964

（昭和 39）年には、新産業都市の指定を受けました。その後、鉄鋼、石油化学等、重

化学工業を中心に発展を遂げ、近年ではＩＴ関連企業が進出するなど様々な産業が集積

しています。 

1997（平成 9）年 4 月には、中核市に指定され、2005（平成 17）年 1 月に旧佐

賀関町、旧野津原町と合併し、現在の大分市が誕生しました。 
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(３)人口 

本市の総人口は、2015（平成 27）年国勢調査によると 478,335 人となっていま

す。1990（平成 2）年からの 20 年間の人口推移を見ると、増加傾向が続いています。 

一方、2013（平成 25）年に国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が公表した

推計によると、2015（平成 27）年をピークに、今後、人口は緩やかに減少に向かう

ことが予測されています。 

なお、まち・ひと・しごと創生法に基づき、2016（平成 28）年 3 月に策定した「大

分市人口ビジョン」では、出生率の増加や転入者を増やす対策などにより、2040（平

成 52）年の人口を 47 万人に維持することとしています。 
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人口が増加する中、世帯数も増え続けていますが、１世帯当たりの人員は、1995（平

成 7）年の 2.70 人から、2015（平成 27）年の 2.35 人と減少しています。 

また、年齢別３区分人口構成比をみると、年少人口及び生産年齢人口の比率が減少し、

老年人口比率が増加していることから、少子高齢化が顕著となっています。 
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(４)土地利用 

本市における土地利用の状況は、森林がおよそ５割を占め、次いで宅地 14％、田畑

8％、道路 6％、水面・河川・水路 5％などとなっています。旧大分市地区を中心とし

て、都市的な土地利用への転換は進んでいるものの、周辺地区では自然的土地利用の比

率が高く、豊かな自然環境に恵まれています。 

森林

49%

宅地

14%

田

6%

道路

6%

水面･河川･水路
5%

畑

2%

原野
0%

その他
18%

 
土地利用の状況 

 
2011（平成 23）年からの有租地面積の推移をみると、宅地の中では住宅地面積が

増加し、農地、山林、原野の面積がいずれも減少しています。 

 

有租地面積の推移（各年1月 1日）     （単位：千㎡） 

 

 
2011 

（H23） 

2012 

（H24） 

2013 

（H25） 

2014 

（H26） 

2015 

（H27） 

総面積 280,442 280,376 280,077 279,990 279,838 

宅地 

総数 65,998 66,088 66,253 66,507 66,854 

商業地 3,458 3,527 3,527 3,518 3,675 

工業地 17,294 17,285 17,238 17,250 17,326 

住宅地 37,404 37,404 37,611 37,885 38,014 

その他 7,842 7,872 7,877 7,854 7,839 

農地 
田 33,323 33,112 32,935 32,787 32,548 

畑 25,673 25,516 25,319 25,113 24,881 

山林 116,711 116,577 116,571 116,571 116,565 

原野 21,533 21,707 21,455 21,376 21,226 

池沼 117 117 117 116 116 

雑種 17,063 17,244 17,412 17,504 17,631 

その他 24 15 15 16 17 
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(５)産業 

本市は、新産業都市の指定を受けて以降、大規模な工場やコンビナートが立地する都

市として発展を遂げてきました。鉄鋼、石油、化学、電子工業等のさまざまな産業が集

積し、旺盛な生産活動が行われています。2012（平成 24）年の産業別総生産をみる

と、第一次産業が 0.4％、第二次産業が 31.3％、第三次産業が 68.3％となっています。 
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と、第一次産業では 20％減少、第二次産業では 2％減少していますが、第三次産業で

は 22％増加しています。 

5,102 4,955 3,934 5,507 4,071

50,241 54,417 52,855 49,202 49,459

127,422
144,374 147,613 159,872 155,304

748

987 2,988
3,489 11,487

1990

（Ｈ2）

1995

（Ｈ7）

2000

（Ｈ12）

2005

（Ｈ17）

2010

（Ｈ22）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

第一次産業 第二次産業 第三次産業 その他（人）

年度

 
産業別就業者数 

 

(６)交通 

本市は、日豊
にっぽう

本線、豊
ほう

肥
ひ

本線、久 大
きゅうだい

本線の鉄道三線や大分自動車道、東九州自動車道

などの自動車専用道路が県内外から合流する要の地となっています。 

また、豊後
ぶ ん ご

水道を経由して国内外に通じる海上交通の要衝でもあり、東九州における

交流拠点としての役割を担っています。 
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第２節 環境の現状 

(１)自然環境 

１）地形 

本市は、北部に別府湾を臨み、高崎山をはじめ、鎧ヶ岳
よろいがだけ

、樅
もみ

木山
のきやま

等の山々に囲まれ、

その山々の間を大分川と大野川の二大河川が南北に貫流し、別府湾に注いでいます。ま

た、平地にかけての中間部には河岸段丘としての丘陵と台地を、下流にかけての市北部

には広い沖積平野を形成しています。 

海岸部においては、北部沿岸海域は水深が深く、東部沿岸は豊予海峡に面したリアス

式海岸を形成しており、天然の良港となっています。 

 

２）気候 

本市は、市域のほとんどが温暖少雨の気候区に区分されます。平均気温は約16℃、最

も寒い1月の平均気温は約6℃、最も暑い8月の平均気温は約27℃です。また、年間降

水量は約1,640mmで、九州の県庁所在地の中では福岡市に次いで少なくなっています。 

また、大分県を4つの気候区に区分すると、大分市を含む県中部の「瀬戸内海Ⅱ型」

は、年間降水量が比較的少なく、冬の天気が良く、瀬戸内海沿岸的な特徴が最も強い気

候です。 

 

 

 

 

 

平年各月の気温と降水量 気候区分 

出典：大分地方気象台観測データ 出典：川西博、1994大分県の気象探訪 

気温 

（℃） 
降水量 

（mm） 

瀬戸内型（Ⅰ型） 

瀬戸内型（Ⅱ型） 
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３）水系 

本市域内の一級河川は、由布岳に源を発する大分川と、祖母山と阿蘇外輪山に源を発

する大野川の２水系４２河川、二級河川は１２水系２０河川あります。また、市管理の

河川は３１７河川あります。 

 

 

水系図 
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４）動植物 

本市の西部に位置する高崎山や豊
ほう

予
よ

海峡に浮かぶ高島は、瀬戸内海国立公園に指定さ

れています。また、佐賀関半島とその周辺海岸は、日豊
にっぽう

海岸国定公園に指定されていま

す。 

芹川ダム周辺や霊山は、県立公園や自然環境保全区域に指定されており、その他にも、

市域には里地里山、河川、干潟等、多種多様な優れた自然環境が残されています。 

植生については、佐賀関半島から大野川以東にかけてシイ群落が発達しており、暖温

帯に特徴的な自然林植生が成立しています。大野川以西ではアラカシ群落が発達し、東

西で異なる植生を示しています。 

また、市内内陸部の丘陵帯や低山地帯の自然林植生の多くは開発され、スギ・ヒノキ

林やコナラ・クヌギ林へ変化していますが、霊山寺等の社寺林には開発前の自然林が残

っています。 

本市中心部を流下する大分川・大野川を中心とする河川では、絶滅危惧種のスナヤツ

メ南方種・アカザの生息、タケノコカワニナの繁殖、小猫川等の小河川にもイドミミズ

ハゼが生息し、また、大在干潟では絶滅危惧種の天然ハマグリ・ハクセンシオマネキや

ルイスハンミョウの生息が確認されています。 

天然記念物の指定を受けた植物には、柞
ゆす

原
はら

八幡宮のクス、西寒
さ さ む

多
た

神社のヤマフジ、高

島のビロウ等があります。また、動物の生息地としては、高崎山のニホンザル生息地、

ウミネコ営巣地、オオイタサンショウウオ生息地の３件があり、このうちオオイタサン

ショウウオについては、大分県が作成した「レッドデータブックおおいた2011」の中

で絶滅危惧Ⅱ類に選定されています。 

  

高崎山のニホンザル ウミネコ 

 

 

 

オオイタサンショウウオ 
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(２)快適環境 

１）水辺空間 

本市には、大分川・大野川を中心とした多くの河川と別府湾・豊後
ぶ ん ご

水道に面した沿海

部があり、豊かな水辺に恵まれています。大分川水系である七瀬川には「七瀬川自然公

園」、大野川水系である乙津川には「乙津川水辺の楽校」など、市民が身近に河川と親し

み、学ぶことができる場所を整備しています。また、沿岸部では、各種イベントも開催

できる田ノ浦ビーチや西大分ウォーターフロントなどをはじめとした親水空間を有して

います。 

 

豊後
ぶ ん ご

水道 西大分ウォーターフロント 

 

２）公園緑地 

本市には、2016（平成28）年3月現在、都市公園が741箇所あります。都市公園な

どの整備面積は約700haとなっており、市民一人当たりの面積は14.7㎡となっていま

す。これは、全国平均値10.2㎡を上回る状況です。 

 

都市公園の整備状況（2016（平成28）年3月31日現在）  

公園種別 箇所数 面積（ha） 

住区基幹公園 

街区公園 540 104.4 

近隣公園 23 42.3 

地区公園 4 20.6 

計 567 167.3 

都市基幹公園 

総合公園 7 67.5 

運動公園 3 29.0 

計 10 96.5 

特殊公園 6 16.3 

墓地・墓園 1 9.2 

大規模基幹公園（広域公園） 2 167.8 

緑地 154 242.3 

広場公園 1 1.1 

都市公園計 741 700.5 
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３）歴史・文化 

本市には、2016（平成28）年3月現在、国指定文化財が24件、県指定文化財が68

件、市指定文化財が77件、国登録文化財が34件あり、その中には、柞
ゆす

原
はら

八幡宮等の有

形文化財、大友氏遺跡や亀塚古墳等の史跡、鶴崎踊りや賀来神社卯
う

酉
とり

の神事など無形民

俗文化財が含まれています。 

 

  

柞
ゆす

原
はら

八幡宮（国指定重要文化財） 大友氏遺跡（国指定史跡） 
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(３)生活環境 

１）水質 

本市では、河川35地点、海域14地点で水質調査を実施しています。 

過去10年間における河川水質の経年変化は、各河川ともばらつきがあるものの、概ね

横ばい傾向です。環境基準の達成状況について、河川の水質汚濁の代表的な指標である

BOD（生物化学的酸素要求量）でみると、年度により、環境基準を超過した地点がある

ものの2015（平成27）年度は全ての地点で環境基準を達成しています。 

0.0
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2.0

3.0

4.0
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（Ｈ18）
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（Ｈ19）
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（Ｈ20）
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（Ｈ21）
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（Ｈ24）
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（Ｈ26）

2015

（Ｈ27）

府内大橋(A)

白滝橋(A)

海原橋(A)

日岡橋(C)

新川橋(C)

御幸橋(B)

丹生橋(A)

年度

(mg/L)

（注）調査地点の(A)、(B)、(C)は類型である。

環境基準（ＢＯＤ)は〔A類型：2mg/ 以下、B類型：3mg/ 以下、C類型：5mg/ 以下〕である。

 

河川の主な環境基準点における BODの経年変化 

 

過去10年間における海域水質の経年変化は、概ね横ばい傾向です。環境基準の達成状

況について、海域の水質汚濁の代表的な指標であるCOD（化学的酸素要求量）でみると、

年度により、環境基準を超過した地点があるものの2015（平成27）年度は高崎山沖を

除き、全ての地点で環境基準を達成しています。 
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高崎山沖(A)
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佐賀関港(B)

蔦島東(A)

年度

(mg/L)

（注）調査地点の(A)、(B)、(C)は類型である。

環境基準（ＣＯＤ)〔A類型：2mg/ 以下、B類型：3mg/ 以下、C類型：8mg/ 以下〕である。
 

海域の主な環境基準点における CODの経年変化 
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２）下水道 

2015（平成27）年における公共下水道の処理面積は、5,496.6ha、処理区域内人

口は、295,828人となっています。また、処理人口普及率は、2004（平成16）年の

50.3％から、2015（平成27）年には61.9％となっています。 
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公共下水道処理人口普及率 

 

３）土壌 

2015（平成27）年3月現在における土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変

更時要届出区域の指定はありません。 

過去10年間における土壌ダイオキシン類の調査については、８5地点で実施し、全て

の地点で環境基準を達成しています。 
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４）大気 

本市では、一般環境大気測定局12地点で大気汚染物質を測定しています。 

過去10年間における一般環境大気測定局の測定結果について、全局平均値経年変化は

概ね横ばい傾向です。 

2015（平成27）年度の環境基準の達成状況については、二酸化硫黄、一酸化炭素、

浮遊粒子状物質、二酸化窒素の4項目のいずれも長期的評価を達成しています。光化学

オキシダントは全測定局で、PM2.5については一部の測定局でそれぞれ環境基準を超過

しています。 
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一般環境大気測定局の全局平均値経年変化 

 

５）騒音 

過去10年間における一般地域の環境騒音については、概ね環境基準を達成しています。 

また、過去10年間における自動車騒音については、概ね環境基準を達成しています。 
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(４)資源循環 

１）ごみの排出などの状況 

2015（平成27）年度のごみの排出量は、家庭ごみが約89千ｔとなっています。ま

た、2015（平成27）年度の市の処理施設に搬入した事業系ごみの可燃物と不燃物を合

わせた量は、約48千ｔとなっています。 

家庭ごみについては、2007（平成19）年度からの12分別収集の開始によって排出

量が一旦減少しましたが、その後、2011（平成23）年度以降は増加に転じており、

2014（平成26）年度に家庭ごみの有料化制度を導入し、その後は減少しています。 

事業系ごみにおいては、2007（平成19）年度に産業廃棄物の搬入禁止などを実施し

たことにより、搬入量が減少し、その後は、概ね横ばい傾向にあります。 
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ごみの排出量の推移 

２）リサイクルの状況 

2015（平成27）年度のリサイクル率は、21.9％となっています。資源物のリサイ

クル率は、12分別収集を開始した2007（平成19）年度から2008（平成20）年度に

かけて増加し、その後は徐々に減少し、2014（平成26）年度に家庭ごみの有料化制度

を導入した影響などにより、再度増加に転じています。 

18.4

22.6
23.9

22.6
21.3 21.9 21 20.8 20.7 21.9

2006

（Ｈ18）

2007

（Ｈ19）

2008

（Ｈ20）

2009

（Ｈ21）

2010

（Ｈ22）

2011

（Ｈ23）

2012

（Ｈ24）

2013

（Ｈ25）

2014

（Ｈ26）

2015

（Ｈ27）

0

5

10

15

20

25

30

（％） リサイクル率

年度

 

リサイクル率の推移 



 

18 

 

３）水資源 

2015（平成27）年度の給水人口は468,332人、対行政人口水道普及率は97.93％、

年間給水量約4,996万ｔ、一人一日平均給水量は291Ｌとなっています。 
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また、都市の保水力を高め、水資源を有効活用する取組として、雨水貯留施設の設置

に対する補助を実施しています。 
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４）不法投棄の発見状況 

廃棄物の不法投棄の早期発見と未然防止のため、山間部や海岸部等の不法投棄されや

すい場所を中心にパトロールを実施しています。 

2015（平成27）年度は、一般廃棄物、産業廃棄物合わせて295件の不法投棄を発

見しており、2008（平成20）年度と比較すると減少しています。 
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 (５)地球環境 

１）温室効果ガス排出量 

2013（平成25）年度の市域の温室効果ガス排出量は、25,329千ｔ-CO2となって

います。部門別にみると、産業部門からの排出が８割以上を占め、全国比率の2倍以上

となっています。 
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大分市の温室効果ガス排出量 

２）エネルギー 

本市では、2012（平成24）年度より、住宅用太陽光発電設備の設置費用の補助、

2014（平成26）年度には、エネファーム設置費用の補助を追加し、また、2016（平

成28）年度には、蓄電池設置と公民館への太陽光発電設備設置の費用に対する補助を開

始するなど、再生可能エネルギーの利用促進、温室効果ガス削減を図っています。 

また、市や小学校の公共施設においても、太陽光発電の率先導入を進めており、2016

（平成28）年３月現在で16施設に導入しています。 
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 (６)環境教育・連携 

１）環境教育・環境学習 

本市では、環境展や大分エコライフプラザ等で開催する各種イベントを通じて、市民

の環境意識の高揚を図っています。 

また、環境ポスター展やエコスクール整備促進事業など、地域の学校教育の場を通じ

て、未来を担う子どもたちが環境問題を身近に感じられる取組を行っています。 

その他にも、2008（平成20）年度より学校を通じて家庭での省エネ行動を促す「省

エネチャレンジ（2015（平成27）年度より「エコチャレンジ」に名称変更）」を地球

温暖化防止月間中に、2012（平成24）年度より学校や図書館等で環境関連図書の読み

聞かせや紙芝居を行う「環境ブック読み聞かせ運動」を環境月間中に実施しています。 

フリーマーケット 環境ポスター展 

 

２）連携の体制づくり 

本市では、市、市民、事業者が、それぞれの立場を超えて、互いに学び合いながら連

携して、温室効果ガス削減に向けた取組を進めるために、平成19年に「地球温暖化対策

おおいた市民会議」を設置し、温室効果ガス削減に向けた実効性のある取組を展開して

います。 

また、市内を中心に環境保全活動を行う環境団体の活動推進を目的に、2012（平成

24）年3月に「大分市環境保全活動団体登録制度」を開始し、ホームページ等を利用し

た情報発信や環境展等の環境イベントへの出展協力など相互に連携を図ってきました。 

他にも「きれいにしようえおおいた推進事業」や「大分市ごみ拾いパートナー登録制

度」を実施し、ボランティアによる清掃活動を推進しています。 
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第３節 市民・事業者の意識調査結果 

市民の声を計画に反映するため、大分市の環境に関するアンケート調査を行いました。今

回の調査では若い世代の声も反映させることを目的に、紙でのアンケート調査のほか、WEB

を用いたアンケート調査を行いました。 

 

(１)アンケート調査の概要 

市民アンケート 

対象：大分市内在住の 20 歳以上の方 

実施期間：2015 年 6 月 3 日～6 月 19 日 ※紙アンケート（無作為抽出） 

2015 年 6 月 28 日      ※WEB アンケート 

配布数：紙アンケート 1,000 人、WEB アンケート(目標)500 人 

回収数：紙アンケート  423 人、WEB アンケート(回答)517 人、合計 940 人 

事業者アンケート 

対象：大分市内に本店・支店等を有する事業者の中から、300 社を抽出 

実施期間：2015 年 6 月 3 日～6 月 19 日 

配布数：紙アンケート 300 社 

回収数：紙アンケート 103 社 

※別途、臨海部の大規模事業者 60 社についても調査を実施（41 社回答） 

 

(２)市民アンケート調査の結果 

１）回答者の属性 

回答者の性別内訳は、「男性」が41.4％、「女性」が58.6％となっています。 

回答者の年齢内訳は、「60代」が19.5％と最も多く、次いで「40代」が18.8％、「30

代」が18.1％となっています。この内訳は、市の年齢別人口割合とほぼ同等です。（回

答数：940） 

男性

41.4%

女性

58.6%

  

20代

13.7%

30代

18.1%

40代

18.8%

50代

17.0%

60代

19.5%

70代以上

12.8%

無回答

0.1%
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回答者の居住地区については、「本庁地区」が40.1％と最も多く、次いで「稙田地区」

が17.9％、「鶴崎地区」が15.0％となっています。この内訳は、市内の地区別人口割合

とほぼ同等です。（回答数：940） 

 

 

２）大分市の将来の環境の状態のうち特に重要と思うものについて 

「大分市の将来の環境の状態としてどのようなものを重要と思うか」について尋ねた

ところ、「生活環境」が最も高く73.5％、次いで「快適環境」で68.5％となり、「生活

環境」「快適環境」を重要視している市民が多くなっています。（回答数：517） 
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３）大分市の環境の取組についての「重要度」と「満足度」 

大分市の環境の取組について、重要度・満足度のポートフォリオ分析を行い、「早期改

善項目」「随時改善項目」「長期対応項目」「現状維持項目」のエリア分けを行いました。

その結果、以下に示すように「大気汚染防止対策」「工場・事業場排水対策」等の生活環

境に関する項目は、重要度が高く満足度が低い「早期改善項目」に多くプロットされて

います。また、「自然の生き物とのふれあい」や「歴史的文化財の保存や伝統文化の継承」

等については、重要度が低く満足度が高い「現状維持項目」にプロットされています。 

地球環境分野である「再生可能エネルギーの導入促進」や「省エネ行動の取組や啓発」

についてはどちらも、重要度も満足度も低い「長期対応項目」にプロットされています。

「ごみのないきれいなまちづくり」や「河川や海岸などの水辺の保全」は、重要度も満

足度も高い「随時改善項目」にプロットされています。 

 

(1) 

（2）

(3)

(4)

(5) 

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)(15) 
(16)

(17)

(18) 

(19) 

(20)
(21)

(22)

(23)
(24)

(25) 

(26) 

(27) 

(28)

(29) 

(30)

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

①早期改善項目

（重要度：高 満足度：低）

低い ← 現在の満足度 → 高い

高
い

←

今
後
の

重
要
度

→

低
い

重要度平均値

満足度平均値

3.15
④現状維持項目

（重要度：低 満足度：高）

③長期対応項目

（重要度：低 満足度：低）

②随時改善項目

（重要度：高 満足度：高）
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４）家庭での省エネ取組について 

「家庭でどのような省エネ行動に取り組んでいるか」について尋ねたところ、いつも

している省エネ行動については、「人のいない部屋の照明は消灯している」が79.3％で

最も多くなっており、次いで「買い物に行く時は、マイバッグを使用している」が73.7％、

「冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置している」が65.3％となっています。（回答

数：939） 

79.3 

65.0 

36.4 

32.3 

52.2 

56.1 

23.0 

41.4 

51.0 

65.3 

54.0 

21.7 

46.6 

65.0 

48.9 

55.1 

55.9 

57.0 

29.9 

73.7 

16.3 

25.0 

31.9 

42.3 

26.5 

18.8 

24.6 

33.0 

31.3 

13.6 

16.3 

35.0 

21.7 

22.4 

26.5 

25.3 

19.8 

22.7 

31.6 

16.6 

1.8 

6.2 

16.3 

17.4 

7.3 

6.1 

37.7 

19.6 

13.4 

16.4 

8.5 

27.7 

16.5 

7.2 

14.3 

13.0 

11.0 

8.4 

23.0 

5.7 

1.0 

2.3 

10.1 

2.4 

2.1 

1.0 

11.7 

4.5 

2.9 

3.0 

1.6 

11.2 

4.0 

3.5 

5.7 

2.4 

3.5 

1.8 

13.5 

2.0 

0.1 

0.3 

4.0 

4.4 

10.5 

16.8 

1.9 

0.5 

0.2 

0.6 

17.4 

3.0 

10.0 

0.7 

3.6 

3.2 

8.4 

8.0 

1.0 

1.1 

1.6 

1.2 

1.3 

1.1 

1.3 

1.3 

1.2 

1.1 

1.3 

1.1 

2.1 

1.5 

1.2 

1.1 

1.0 

1.0 

1.5 

2.1 

1.1 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人のいない部屋の照明は消灯している

テレビを見ていないときは消している

エアコンの設定温度は、暖房は20℃、冷房は28℃を目安にしている

エアコンのフィルター掃除をしている

ストーブ、ファンヒーターは、必要最小限の利用にしている

こたつや、電気カーペットは温度調節している

季節に合わせて冷蔵庫内の温度を調節している

冷蔵庫内に物を詰め込みすぎないようにしている

冷蔵庫の扉を開けている時間を極力短くしている

冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置している

ガスコンロを使うときは、炎がなべ底からはみ出さないように調節している

煮ものなどの下ごしらえは、電子レンジを活用している

洗い物をするときは、給湯器の設定温度をできるだけ低くしている

洗濯するときは、まとめて洗っている

お風呂は、間隔をあけずに入るようにしている

（追い焚きをしないようにしている）

シャワーを出しっ放しにせず、使用時間を短くしている

駐停車をするときは、エンジンを切る

運転するときはエコドライブを心がけている

（急発進、急加速をしないようにしている）

電気製品は、使わないときはコンセントからプラグをぬいている

買い物に行く時は、マイバッグを使用している

いつもしている ときどきしている
現在はしていないが、 今後はしたい 現在はしていないし、 今後もしたくない
機器を持っていない・ 使用していない 無回答
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５）省エネルギー・再生可能エネルギーの関連機器導入意向について 

「将来、省エネルギーや再生可能エネルギーの関連機器の設置・利用や取組について

の意向はあるか」について尋ねたところ、現在利用している関連機器については、「省エ

ネ家電（エアコン）」と「LED照明」が同数の40.3％と最も多くなっており、次いで「省

エネ家電（テレビ）」が38.9％となっています。 

また、安くなれば導入したい関連機器については、「電気自動車、プラグインハイブリ

ッド自動車」が33.0%と最も多くなっており、次いで「ハイブリッド自動車」が28.2%

となっています。 

一方で、導入するつもりはない関連機器については、「木質バイオマス利用（薪ストー

ブ、ペレットストーブなど）」が45.9%と最も多くなっており、次いで「太陽熱温水器・

ソーラーシステム」が43.1%となっています。（回答数：939） 

 

7.7 

6.1 

22.3 

40.3 

36.7 

38.9 

4.6 

1.1 

0.5 

0.5 

1.4 

40.3 

13.5 

0.7 

14.1 

0.3 

0.1 

0.9 

0.6 

1.2 

2.8 

3.9 

2.4 

1.5 

0.5 

0.4 

0.7 

0.4 

3.9 

2.0 

1.0 

1.3 

0.9 

0.7 

5.7 

4.6 

6.3 

15.5 

17.8 

15.6 

12.1 

5.6 

6.5 

4.8 

4.0 

19.0 

15.0 

10.9 

12.4 

6.0 

5.3 

23.5 

18.2 

19.1 

21.4 

22.6 

22.7 

18.9 

17.4 

26.8 

22.4 

16.4 

21.3 

28.2 

33.0 

23.3 

11.4 

13.5 

36.1 

43.1 

27.9 

8.5 

7.4 

7.9 

27.3 

29.4 

31.2 

33.3 

39.6 

5.4 

21.4 

28.6 

23.6 

45.9 

39.4 

20.1 

23.8 

20.1 

9.6 

9.4 

10.5 

31.8 

42.3 

31.6 

34.7 

34.5 

7.2 

16.3 

22.4 

22.4 

32.4 

37.6 

6.1 

3.6 

3.1 

1.9 

2.2 

1.9 

3.7 

3.6 

3.0 

3.5 

3.7 

2.8 

3.6 

3.4 

2.8 

3.2 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

太陽光発電

太陽熱温水器・ソーラーシステム

高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズなど）

省エネ家電（エアコン）

省エネ家電（冷蔵庫）

省エネ家電（テレビ）

省エネナビ

HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）

家庭用蓄電地

家庭用燃料電池システム（エネファームなど）

ガス発電・給湯暖冷房システム（エコウィルなど）

LED照明

ハイブリッド自動車

電気自動車、プラグインハイブリット自動車

住宅の断熱化（二重サッシ、遮蔽フィルムなど）

木質バイオマス利用（薪ストーブ、ペレットストーブなど）

地中熱利用

現在利用している ３年以内に導入する予定である 今後導入を考えたい
安くなれば導入したい 導入するつもりはない わからない
無回答
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 (３)事業者アンケート調査の結果 

１）回答者の属性 

事業所の業種内訳は、「サービス業」が27.2％と最も多く、次いで「建設業」と「製

造業」が同数の13.6％となっています。事業所の従業員数は、「10～49人未満」が

50.5％と最も多く、半数以上を占めています。（回答数：103） 

1.0

0.0

1.9

0.0

13.6

13.6

0.0

0.0

12.6

11.7

1.0

0.0

27.2

14.6

2.9

0% 10% 20% 30% 40%

農業

林業

漁業

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業、飲食店

金融・保険業

不動産業

サービス業

その他

無回答

  

１０人未満

1.9%

１０～４９人未満

50.5%

５０～９９人未満

23.3%

１００人以上

24.3%

n=103

 

 
２）事業所が関心を持っている環境問題について 

「市の今の環境問題に関し、関心をもっているものはどのようなものか」について尋

ねたところ、省エネルギーの推進が「とても関心がある」「やや関心がある」の回答が合

わせて70%以上で最も関心が高くなっています。（回答数：103） 

5.8

11.7

13.6

17.5

16.5

16.5

24.3

34.0

26.2

28.2

32.0

25.2

37.9

40.8

37.9

34.0

44.7

44.7

44.7

36.9

31.1

29.1

25.2

25.2

24.3

24.3

18.4

11.7

18.4

23.3

11.7

12.6

8.7

4.9

4.9

7.8

2.9

1.9

1.9

1.9

7.8

12.6

5.8

2.9

7.8

7.8

1.9

1.0

1.0

1.0

11.7

8.7

8.7

8.7

8.7

9.7

7.8

6.8

7.8

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

土地開発が田畑など

身近な自然に及ぼす影響

外来生物による生態系への影響

事業所等の排出ガスが

大気に及ぼす影響

事業所等の排水が河川や

地下水の水質に及ぼす影響

事業所等から発生する悪臭の影響

事業所等から発生する騒音、振動の影響

事業所等から出るごみ

の処理やリサイクル

省エネルギーの推進

太陽光などの再生可能エネルギーの活用

地球温暖化の問題

とても関心がある やや関心がある どちらとも言えない あまり関心がない 関心がない 無回答
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３）実施可能な環境保全活動について 

「今後、市民と共に環境保全活動を推進していく場合、どのようなことが実施可能か」

について尋ねたところ、「特に実施できる事はない」が最も多く、次いで「地域住民が関

心を持ち、参加できる環境保全に関する環境啓発イベントの開催」が多くなっています。

（回答数：103） 
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第３章 大分市がめざす環境 

第１節 基本理念と環境像  

 

 （１）基本理念 

本計画における基本理念は、大分市環境基本条例第 3 条に基づくものです。 

健全で恵み豊かな環境の保全と継承 

健康で文化的な生活を営むことのできる健全で恵み豊かな環境を確保し、

向上させ、将来の世代に継承されること 

人と自然の共生  

人は自然から多くの恵みを受けており、自然は人の生存にとって不可欠な

ものであることから、多様で豊かな自然を有する本市の特性を活かし、人と

自然との共生が確保されること 

持続可能な社会の構築 

本市の環境と関わりを有する社会経済活動のあるべき姿として、すべての

者の公平な役割分担により、環境への負荷を低減し、環境に配慮した持続可

能な社会が構築されること 

地球環境保全の積極的な推進 

すべての者がそれぞれの事業活動や日常生活において、環境に配慮した行

動を行うことにより、地球環境保全が積極的に推進されること 
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（２）環境像 

本計画でめざす望ましい環境像とは、本市の環境の特徴や課題を踏まえ、市、市民、事業

者が長期的な目標として共有し実現をめざす将来の環境の姿を示すものです。 

本市は、国内有数の臨海工業地帯を有しながらも、海、山、川のすべてがそろい、豊かな

自然に恵まれています。 

私たちは、このようなまちの緑や身近な自然、きれいな空気や水などにふれることで潤い

ややすらぎを感じ、豊かで健やかな時間を過ごすことができます。これらの先人から受け継

いできた、かけがえのない恵み豊かな自然を大切に守り、共生し、将来の世代へと引き継い

でいかねばなりません。 

また、私たちは、地球に生きる生命のひとつとして、身近な環境問題だけでなく、地球温

暖化など地球規模の環境問題にも対応し、環境への負荷が少ない持続可能な社会を築くよう

努めなければなりません。 

このように身近な地域から地球規模まで環境への思いを寄せ、自然とのふれあいを通じ、

人と自然が共生し、永続的に安心して暮らせる社会の構築に取り組んでいくこととし、めざ

す環境像を次の通り設定します。 

 

 

【大分市のめざす環境像】 

 

いつまでも人と自然が共生し 

安心して暮らせるまち おおいた 
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第２節 基本目標 

環境像「いつまでも人と自然が共生し 安心して暮らせるまち おおいた」を達成するた

めに、第 1 章第 4 節で示した本計画が対象とする環境の 6 分野ごとにめざすまちの姿とし

て基本目標を次の通り定めます。 

ここに定められた 6 つの基本目標は、第 4 章における施策の推進により、その達成を図り

ます。 

 

基本目標１ 豊かな自然をはぐくみ生きものと共生できるまち（自然環境） 

 

多様な生きものの命を育む豊かな自然を将来にわたって、次の世代に引き継いでいくため、

河川や海、森林や農地を保全し、そこに棲む生きものを守り、生物多様性を保つことにより、

誰もが自然とふれあい親しむことができ、豊かな自然や生きものと共に暮らせるまちをめざし

ます。 

 
 
 

基本目標２ 水辺や緑と親しみ歴史・文化が薫るまち（快適環境） 

 

私たちがうるおいとやすらぎを実感し、より快適な生活を送るため、水辺や緑などの四季折々

の身近な自然を感じられる環境を整え、美しい魅力あるまちなみの景観と守り継がれた伝統あ

る歴史・文化を大切にし、地域と調和した住みやすいまちをめざします。 

 
 
 

基本目標３ 水や空気がきれいで健康に暮らせるまち（生活環境） 

 

私たちが健康を維持する上で不可欠な水環境・土壌環境・大気環境などの生活環境を健全に

保つため、環境の汚染防止と保全に向けた施策を総合的かつ計画的に市、市民、事業者が一体

となって取り組むことにより、水や空気がきれいに保たれ、安心して健康に暮らせるまちをめ

ざします。 
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基本目標４ 限りある資源が大切に使われているまち（資源循環） 

 

従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型ではなく、循環型社会に変革していくため、ごみの

発生抑制、減量化、再利用、資源化などの 4R（リフューズ、リデュース、リユース、リサイ

クル）を市、市民、事業者の連携により推進し、また、水資源の節約や循環に配慮することに

より、環境への負荷が少なく、限りある資源が大切に使われているまちをめざします。 

 
 
 

基本目標５ 低炭素な暮らしが実現した地球環境にやさしいまち（地球環境） 

 

かけがえのない地球環境を次世代に継承するため、私たち一人ひとりが環境への負荷の少な

いライフスタイルや事業活動を実践し、温室効果ガス排出量を削減することにより、低炭素な

暮らしが実現した地球環境にやさしいまちをめざします。 

 
 
 

基本目標６ 環境の保全に連携して取り組むまち（環境教育・連携） 

 
環境にやさしい持続可能な社会を実現するため、地域の環境に関する理解を深める教育・学

習を推進し、環境情報を共有することにより、市、市民、事業者がそれぞれの役割を理解し、

自ら主体的に環境の保全に向けて連携して取り組んでいるまちをめざします。 
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環境目標１―（１）河川や森林など豊かな自然を守ります 

 

第４章 各主体の取組 

 

基本目標１ 豊かな自然をはぐくみ生きものと共生できるまち（自然環境） 
 
 

 

 
現状と課題 

本市は、別府湾に注ぐ自然豊かな大分川・大野川を中心に多くの河川があり、海岸部の

一部には干潟や砂質海岸も見られます。中でも、風光明媚な佐賀関半島の海岸は日豊海岸

国定公園にも指定され、全国的にブランド化している水産資源｢関あじ｣｢関さば｣が水揚げ

されるなど、豊かな水産資源にも恵まれています。このように、現在残る貴重な河川や自

然海岸について、適切な維持管理や清掃活動を進め、生きものの生態系を守り自然環境を

保全していくことが必要です。 

また、本市は高崎山、九六位山、霊山、鎧ヶ岳等の豊かな自然に恵まれ、昔ながらの人

と自然との絶え間ない係わりの中で人の手が入ることで維持管理されてきた里地里山と

よばれる自然環境が形成されてきました。里地里山における、薪炭林等は多くの森林性の

動植物の、また耕作水田や素掘り水路は水辺の生物の重要な生息環境となっています。一

方で、近年、里地里山の荒廃や有害鳥獣による被害が深刻化し農地の耕作放棄地も増えて

います。これらの豊かな自然環境を守り、育み、次の世代に引き継いでいくため、今後も

引き続き、里地里山などの森林や農地における自然環境の保全に積極的に取り組むととも

に、自然環境資源の適正な維持管理を市、市民、事業者が連携して進めていく必要があり

ます。 

 

【行政の取組】 

施策 1 河川や海の保全     

河川の保全 

●生態系や景観に配慮した河川の整備を国や県と連携し、推進します 

●河川の整備計画段階から市民と連携する中で、美しい川づくりのための環境保全活動

の推進を図ります 

 

河川の清掃美化 

●河川の一斉清掃など美化活動を支援し、推進します 

 

海の保全 

●海底ごみ・漂着ごみの除去を国や県と連携しながら実施します 

●増殖礁を設置し、豊かな漁場を造成します 
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施策 2 森林や農地の保全 

森林の保全 

●市街化区域に残る貴重な緑を保全する地区として指定し、緑の保全に努めます 

●間伐等の森林整備に対して支援します 

●間伐や下草刈り等の森林公園の適切な管理について、地元住民等と連携し推進します 

●森林所有者の高齢化等により境界が不明瞭になった森林の現況調査を行い、森林施業

の集約化を促進します 

●竹粉砕機の貸出しなど、竹林整備に対して支援します 

●林業就業者の確保や育成を推進します 

●公共建築物における地域材の利用を促進します 

 

農地の保全 

●農業の担い手の育成や新規参入を支援します 

●有害鳥獣（イノシシ、シカ等）の捕獲や防護柵による予防対策を支援します 

●有害鳥獣対策のため、狩猟人口の確保や育成を促進します 

●耕作放棄地を活用して農業を行う農家等に対して、支援します 

 

環境保全型農業の普及 

●環境に配慮した優良堆肥生産に取り組む畜産農家等を支援します 

●減農薬、減化学肥料により、農産物認証制度に取り組む農家を支援します 



 

37 

 

 

【市民の取組】 

●川や海ではごみの持ち帰りなどルールやマナーを守ります 

●河川清掃活動や里山保全活動などに積極的に参加します 

●間伐材を利用した商品を積極的に活用します 

●行政と連携して森林公園の適切な管理に努めます 

●市民農園や農業体験などに積極的に参加し農業への関心を深めます 

●耕地の適正管理に努めます 

●有害鳥獣による農作物等への被害軽減を図るための対策に努めます 

 

【事業者の取組】 

●自然環境に配慮した事業活動に努めます 

●自然環境を保全する CSR 活動を積極的に進めます 

●間伐や適切な伐採の実施など森林の適正な管理に努めます 

●耕作放棄地の発生防止・解消に努め、資源を有効活用します 

●環境保全型農業・資源循環型農業の取組に努めます 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

海底ごみ・漂着ごみの除去面積（累積） ha 2,140 10,777 

「郷土の緑保全地区」 

区域指定面積（累積） 
ha 76.4 85.0 

年間間伐面積 ha 165 195 

認定新規就農者数（累計） 人 7 65 
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環境目標１―（２）生物多様性を確保し自然とのふれあいを進めます 

 

 

 

 
現状と課題 

本市には、多種多様な環境が存在し、その中で、地域固有の生物多様性に富んだ自然が

見られます。近年人為的に持ち込まれた外来生物による生態系への影響が懸念されており、

特に里地里山におけるアライグマ等特定外来生物の増加は生態系に大きな悪影響を与え

る恐れがあります。このため、生きものに関する調査や特定外来生物の防除対策を行い、

人と生きものが共生できる環境を保全することが必要です。 

また、自然とふれあう機会や場の整備では、自然観察会や森林セラピーロードの整備・

活用の取組を進めています。今後も、自然と親しむことのできる場やふれあう機会を創出

し、自然を守り育てる意識を育むことが必要です。 

 

【行政の取組】 

施策 1 多種多様な生きものの保全 

●学識経験者等と連携し、多種多様な動植物の実態把握やその保護に努めます 

●魚類等の生活環境の改善のため、国、県と連携して河川の状況等を把握し、対策を検

討します 

●外来生物に関する正しい知識を普及啓発します 

●特定外来生物に関する防除対策を推進します 

●県や大分都市広域圏と連携し、特定外来生物の広域防除に努めます 

 

施策 2 自然とふれあう機会や場の整備 

●自然観察会を実施し、身近な自然に親しむ機会を創出します 

●林業体験学習を実施し、自然についての関心を高めます 

●森林セラピーロードを整備・活用し、森林を守り育む意識を醸成します 
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【市民の取組】 

●鳥や昆虫、植物などの自然に親しみ保護に努めます 

●外来生物に関する正しい知識を身につけます 

●自然観察会や体験学習などに積極的に参加します 

 

【事業者の取組】 

●野生動植物の保護や生息・生育場所の保全に努めます 

●外来生物を持ち込まないように努めます 

●生物多様性に配慮した事業活動に努めます 

●生物多様性を保全する CSR 活動を積極的に進めます 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

アライグマ捕獲努力量 

（わな個数×わなかけ日数） 
わな日 1,916 14,000 

自然体験学習会参加者数 人 1,282 1,500 
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環境目標２―（１）水辺や緑と親しむ環境づくりを進めます 

 

 

基本目標２ 水辺や緑と親しみ歴史・文化が薫るまち（快適環境） 
 
 

 

 
現状と課題 

本市は、市街地内に大分川、大野川等の広々とした河川敷や西大分ウォーターフロント

など、市民が身近に水とふれあいを感じる水辺空間があります。今後も引き続き、市民に

うるおいとやすらぎを与えてくれる貴重な空間としての水辺空間の保全と整備を進めて

いく必要があります。 

また、緑については、市域全体では豊かな緑に恵まれていますが、市街地においては緑

が少ない現状が見られます。このため、公園における緑を適正に配置し、緑と親しむ市民

の憩いの空間を創出していくとともに、市、市民、事業者が連携し、緑化を推進していく

ことが必要です。 

 

 

【行政の取組】 

施策 1 水辺と親しむ環境の整備 

●水辺と親しむ河川整備を推進します 

●水辺と親しむイベントを開催します 

 

施策 2 緑と親しむ環境の整備 

緑化 

●古木、巨木及び樹林を名木として指定し、保存します 

●花木の苗の配布などにより、緑化を促進します 

●屋上緑化や生垣設置への補助を通じて、民有地の緑化を推進します 

●樹木や花を使った講習や教室を通じて、緑化意識の向上を図ります 

 

公園・緑地整備 

●都市公園などの適正な整備・管理を行い、緑と親しむ空間の充実を図ります 

●住宅地と工業地帯の間に緩衝緑地を整備し、市民の憩いの空間を創出します 

●緑の不足している地区等を緑化重点地区に設定し、緑化を推進します 

●公園・緑地の維持管理を行うボランティア団体の育成を図ります 

●既存の街路樹、グリーンベルト（緑地帯）の保全を図ります 
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【市民の取組】 

●水辺を守る活動やイベントに参加・協力します 

●生垣の設置や庭木の植栽など緑化に努めます 

●ボランティア緑化活動などに積極的に参加し、身近な場所の緑化に努めます 

●地域の公園・緑地の維持管理活動に積極的に参加・協力します 

 

【事業者の取組】 

●水辺を守る活動やイベントに参加・協力します 

●地域の公園・緑地の維持管理活動に積極的に参加・協力します 

●建設工事などにおいて、まちの緑へ影響を与えないように努めます 

●緑のカーテン等の導入により、事業所の敷地内の緑化に努めます 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

市民一人当たりの都市公園面積 ㎡ 14.65 15.0 

公園愛護会の結成数 団体 399 410 
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環境目標２―（２）美しいまちなみを維持し歴史・文化を大切にします 

 

 

 

 
現状と課題 

本市では、大分市景観条例に基づき、良好な都市景観の保全と創出に取り組むとともに、

まちの美化のため、地域住民や事業所のボランティアによる清掃活動やポイ捨て等の防止

に取り組んでいます。 

今後も、ゆとりある景観の保全・形成やまちの美しさを維持していくために、地域と一

体となって、より良い景観づくりや清掃活動を継続して実施していくことが必要です。 

また、本市には亀塚古墳や豊後
ぶ ん ご

国分寺跡、大友氏遺跡、横尾貝塚等の史跡、後藤家住宅、

柞原八幡宮等の建造物など、歴史遺産である多くの文化財が残されています。これら歴史

遺産に市民が親しみを持ち、誇りを持って次世代へ継承していけるよう、文化財の保護に

向けた調査を進めるとともに、歴史文化を活かしたまちづくりを行う必要があります。 

 

【行政の取組】 

施策 1 都市景観・まちの美化の推進 

都市景観形成の推進 

●自然景観と調和した風格ある都市景観を形成します 

●良好な景観を形成するため、無電柱化を推進します 

 

まちの美化対策の推進 

●行政、市民、事業者が連携したまちの美化対策を推進します 

●市民ボランティアの清掃活動を支援し、地域に根ざした美化活動を促進します 

●ごみの散乱防止、空き地の適正管理を推進し、清潔で美しいまちを保ちます 

 

施策 2 歴史・文化の保全と継承 

文化財の保護・調査等 

●天然記念物や史跡、有形文化財、民俗文化財など指定文化財の保護・保存を行い、周

辺の自然環境の保全に努めます 

●市内に所在する文化財の調査を継続的に実施し、貴重な文化財の指定を積極的に進め

ます 

●文化財保護活動を行っている団体を支援します 



 

43 

 

文化財の活用 

●歴史資料館・海部古墳資料館を活用し、地域文化の理解を促進します 

●大友氏遺跡歴史公園を拠点とし、歴史・文化を活かしたまちづくりを推進します 

●大分市観光ボランティアガイドを育成し、歴史的文化資源の保全と活用を推進します 

●学校教育において歴史・文化を大切にする取組を実施します 

 

【市民の取組】 

●住宅の外観等、周辺のまちなみとの調和を図り、良好な景観形成に協力します 

●地域の清掃活動に積極的に参加します 

●歴史や文化財へ関心を持ち、保存・活用の活動に参加します 

●地域の祭りや伝統行事に参加し、次世代へ受け継いでいきます 

 

【事業者の取組】 

●「大分市環境美化に関する条例」を守り、屋外広告物を適正に設置します 

●事業所周辺の美化に努めます 

●地域の清掃活動に積極的に参加します 

●歴史や文化財へ関心を持ち、保存・活用の活動に参加します 

●事業実施の際には、文化財と調和するよう配慮します 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

ボランティア清掃団体登録件数 団体 209 225 

文化財指定件数 件 203 221 
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環境目標３―（１）良好な水・土壌環境を維持します 

 基本目標３ 水や空気がきれいで健康に暮らせるまち（生活環境） 
 
 

 

 
現状と課題 

公共用水域の水質汚濁の現状をみると、概ね水質の環境基準を達成していますが、一部

の地点では環境基準を超過しています。そのため、引き続き関係行政機関と連携して水質

の監視を実施し、公共用水域の水質を保全していくことが必要です。 

地下水については、一部の地点で有害物質が環境基準を超過しており、継続した監視を

行う必要があります。 

生活排水については、公共下水道の普及率は全国平均に比べて低い状況にあり、より効

率的な整備・普及と下水道整備区域外において、浄化槽への設置替えの促進などの対策が

必要です。 

工場・事業場排水については、大規模事業場はもとより、排水規制の対象となっていな

い小規模事業場についても排水対策の強化が求められており、排水処理施設等の適切な維

持管理の指導や支援を行う必要があります。 

土壌環境については、現在要措置区域等の指定区域はありませんが、情報収集や監視を

継続して行い、土壌の汚染状況について適切に把握する必要があります。 

 

【行政の取組】 

施策 1 水環境の常時監視の推進 

●公共用水域の水質調査を国、県と連携して実施します 

●国、県及び大分川・大野川水質汚濁防止連絡会議等と連携し、水質保全対策を推進し

ます 

●都市内河川の水質改善を図るため、河川の汚濁負荷量を調査します 

●地下水の水質調査を計画的に実施し、状況把握に努めます 

 

施策 2 生活排水対策の推進 

●公共下水道の整備及び普及を推進します 

●公共下水道の整備区域外においては、浄化槽への設置替えを促進し、汚水処理施設の

早期概成に努めます 

●水路の清掃を実施し、悪臭や水質汚濁防止に努めます 

●家庭の生活排水対策に関する普及啓発を推進します 

●農業集落排水処理の普及を推進します 
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施策 3 工場等の排水対策の推進 

工場・事業場排水対策 

●工場・事業場に対して立入検査等を実施し、規制や適切な指導を行います 

●公害防止協定等締結企業については立入調査等を実施し、適切な指導を行います 

●排水規制の対象とならない小規模事業場等の排水対策について、適切な指導に努めま

す 

●中小企業等に対して、環境保全対策に必要な資金を融資します 

●環境関連法令等の規制基準を達成しているが、さらに環境負荷を低減する企業に対し

て設備導入等を支援します 

 

農業排水対策 

●農業排水等に対し、適正な排水対策について指導に努めます 

●農地、水路、農道等の維持管理、補修を支援します 

 

施策 4 土壌の汚染防止対策の推進 

●土壌の汚染状況等に関する情報を収集し、実態把握に努めます 

●工場・事業場に対して有害物質の地下浸透防止などの適切な指導を行い、地下水や土

壌の汚染を未然に防ぎます 

●土壌のダイオキシン類による汚染状況について調査を実施します 
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【市民の取組】 

●公共下水道が整備された地域では、下水道への接続を速やかに行います 

●公共下水道が整備されない地域では、浄化槽への設置替えを行います 

●浄化槽の設置後は、適正な維持管理を行います 

●食べ残しや廃食油を直接流さないなど、家庭でできる生活排水対策に努めます 

 

【事業者の取組】 

●適切な排水処理対策を行い、法令や公害防止協定等に基づいた排水基準を守ります 

●有害物質の地下浸透による地下水汚染及び土壌汚染を防止します 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

河川の環境基準達成率 

（BOD） 
％ 100 100 

海域の環境基準達成率 

（COD） 
％ 88.9 100 

汚水処理人口普及率 ％ 79.6 89.4 

地下水区域調査地点数（累計） 地点 399 500 
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環境目標３―（２）良好な大気環境を維持します 

 

 

 

 
現状と課題 

大気環境の現状については、二酸化硫黄、二酸化窒素など 9 項目は環境基準を達成して

いるものの、光化学オキシダントは全測定局で、ＰＭ2.5 については一部の測定局で、環

境基準を超過しています。このため、常時監視体制を充実し、市民への情報提供の強化を

継続する必要があります。 

工場・事業場からのばい煙、悪臭に対しては、苦情も多いことから、立入検査等により

施設の稼働状況の把握に努めるとともに、規制の徹底や適切な施設管理について指導を行

う必要があります。 

また、家庭生活に起因する悪臭苦情も発生していることから、自家焼却などに対する適

切な指導・啓発を進める必要があります。 

 

 

【行政の取組】 

施策 1 大気環境の常時監視の推進 

●一般環境や交通量の多い交差点でテレメータシステムにより、大気汚染の状況を監視

し、測定結果について、市民への情報提供の強化を図ります 

●ベンゼン等の有害大気汚染物質の調査を実施します 

●ダイオキシン類の調査を実施します 

●アスベストの調査を実施します 

●PM2.5 の成分分析調査を行い、効果的な発生源対策を検討します 

 

施策 2 工場等の大気汚染、悪臭防止対策の推進 

大気汚染防止対策 

●工場・事業場に対して立入検査等を実施し、規制や適切な指導を行います 

●公害防止協定等締結企業から排出される大気汚染物質の状況をテレメータシステム

により監視します 

●中小企業等に対し、環境保全対策に必要な資金を融資します（再掲） 

●環境関連法令等の規制基準を達成しているが、さらに環境負荷を低減する企業に対し

て設備導入等を支援します（再掲） 
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悪臭対策 

●工場・事業場の悪臭調査を実施し、規制や適切な指導を行います 

●野外焼却に対して適切な指導を行います 

●畜産農家に対し、適正な家畜のふん尿処理についての指導を行うとともに、支援を実

施します 

●中小企業等に対し、環境保全対策に必要な資金を融資します（再掲） 

●環境関連法令等の規制基準を達成しているが、さらに環境負荷を低減する企業に対し

て設備導入等を支援します（再掲） 

 

【市民の取組】 

●ごみ等の違法な焼却行為を行いません 

●近隣の人々の生活環境を損なわないよう、悪臭の防止に努めます 

 

【事業者の取組】 

●法令や公害防止協定等に基づく基準を守るとともに、大気汚染物質の排出の抑制に努

めます 

●違法な焼却行為は行いません 

●家畜ふん尿の堆肥化など適正な処理や利用、悪臭防止に努めます 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

大気汚染物質の環境基準達成項目数 

（全 6 項目） 
項目 4 6 

有害大気汚染物質の環境基準達成項目数 

（全 4 項目） 
項目 4 4 

ダイオキシン類の環境基準達成項目数 

（全 1 項目） 
項目 1 1 
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環境目標３―（３）騒音・振動を防止します 

 

 

 

 
現状と課題 

一般地域の環境騒音、自動車騒音は概ね環境基準を達成しています。振動については、

環境基準はありませんが、生活環境を保全するために法令で定める道路交通振動の要請限

度値以下となっています。 

今後も騒音・振動調査を継続し、市民の生活環境が著しく損なわれることのないよう状

況に応じた対策が必要です。 

建設工事等に起因する騒音・振動に関する苦情については、件数が多いため、引き続き、

建設工事現場や工場・事業場に対し、規制の徹底や適切な施設管理についての指導を行う

必要があります。 

また、近年の生活様式や住居環境の変化により、生活騒音に関する苦情も多くなってい

ます。このため、生活騒音に係る普及啓発の推進が必要です。 

 

【行政の取組】 

施策 1 騒音・振動の常時監視の推進 

●一般地域の生活環境の騒音調査を実施します 

●自動車騒音及び道路交通振動の調査を実施します 

 

施策 2 工場等の騒音、振動防止対策の推進 

●工場・事業場に対して立入検査等を実施し、規制や適切な指導を行います 

●公害防止協定等締結企業については立入調査等を実施し、適切な指導を行います（再

掲） 

●建設作業において、低騒音型の重機の利用を促進します 

●商業宣伝を目的とした拡声器や深夜営業の騒音を規制します 

●中小企業等に対し、環境保全対策に必要な資金を融資します（再掲） 

●環境関連法令等の規制基準を達成しているが、さらに環境負荷を低減する企業に対し

て設備導入等を支援します（再掲） 

 

施策 3 生活騒音防止対策の推進 

●ポスター等による普及啓発を実施し、生活騒音の未然防止に努めます 



 

50 

 

 

 

【市民の取組】 

●近隣住民の生活環境を損なわないよう、騒音・振動の防止に努めます 

 

【事業者の取組】 

●適切な騒音・振動対策を行い、法や条例、公害防止協定等に基づく基準を守ります 

●低騒音・低振動型の機器や工法の導入に努めます 

●営業騒音の低減に努めます 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

一般地域における騒音の環境基準達成率 ％ 100 100 

道路に面した地域における騒音 

（自動車騒音）の環境基準達成率 
％ 89.4 100 
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環境目標４―（１）ごみの減量化を進めます 

 基本目標４ 限りある資源が大切に使われているまち（資源循環） 
 
 

 

 
現状と課題 

本市では、家庭系ごみの排出量を削減するため、2014（平成 26）年度に家庭ごみの有

料化制度を導入した結果、ごみ減量に関する意識が高まり、燃やせるごみと燃やせないご

みの排出量が減少するなどの効果があがっていますが、今後は、さらに４Ｒ（リフューズ:

発生回避、リデュース:発生抑制、リユース:再使用、リサイクル:再生利用）に基づく取組

の中でもリフューズ、リデュース、リユースに重点的に取り組み、ごみを出さない意識の

醸成を進めていくことが必要です。 

また、事業系ごみについても、施設使用料の改定や紙類の受入れ廃止、産業廃棄物の搬

入禁止の取組を進めています。今後、４Ｒに基づく事業系ごみの排出量削減に向けて、廃

棄物の減量化指導などのごみの減量化対策を進めていくことが必要です。 

 

【行政の取組】 

施策 1 家庭ごみの排出抑制・減量化の推進 

●家庭ごみの発生抑制を促進します 

●家庭ごみ有料化制度によりごみ減量化の意識の向上を図ります 

●生ごみの堆肥化を促進します 

●「食べきり」「使いきり」「水きり」の「3 きり運動」を展開し、生ごみの発生抑制を

促進します 

●ごみ減量化について啓発を行い、市民意識の高揚を図ります 

●「大分市ごみ減量・リサイクル推進対策協議会」において、ごみの減量等についての

検討・協議を行います 

●マイバッグ運動の推進及び啓発を実施します 

●不用品の再使用・再利用等リユースを推進します 

 

施策 2 事業系ごみの排出抑制・減量化の推進 

●大規模な事業者等をごみ減量推進事業所として指定し、ごみ減量化を促進します 

●多量の産業廃棄物を排出する事業者に対し指導を行うなど、産業廃棄物の排出抑制を

促進します 

●飲食店等の協力のもと「3 きり運動」を展開し、生ごみの発生抑制を促進します 

●「大分市ごみ減量・リサイクル推進対策協議会」において、ごみの減量等についての

検討・協議を行います（再掲）
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【市民の取組】 

●家庭ではごみを少なくするようなライフスタイルの転換に努めます 

●生ごみを減らすために、「3 きり運動」を行います 

●生ごみ処理機、コンポスト容器等による生ごみの堆肥化に努めます 

●買い物にはマイバックを持参し、使い捨て商品や過剰包装商品は買い控えます 

 

【事業者の取組】 

●廃棄物の減量化や排出抑制に努めます 

●マイバッグ持参者への優遇措置や過剰包装の抑制により包装ごみの減量化に努めま

す 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

一日あたりの市民一人あたり 

家庭系ごみ排出量 
ｇ 633 582 

ごみ排出量（一般廃棄物） ｔ 158,298 136,000 
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環境目標４―（２）資源のリサイクルを進めます 

 

 

 

現状と課題 

本市では、限りある資源を有効に活用するため、家庭ごみのリサイクルの推進として、

有価物集団回収運動やごみ分別方法の周知徹底などの取組を進めています。2014（平成

26）年度から、家庭ごみの有料化制度を導入したことにより、資源物であるプラスチッ

ク製容器包装の排出量が増加する等の効果があがっています。しかし、リサイクル可能な

古紙等の資源物が依然として燃やせるごみ等に混入される状況が見受けられることから、

今後も、ごみの分別に関する啓発・指導やリサイクルシステムの整備などにより、リサイ

クルを推進していく必要があります。 

また、事業系ごみのリサイクルの促進として、剪定枝や建築廃棄物のリサイクルの取組

を進めています。古紙等の資源物が適正処理できていない事例も見受けられることから、

引き続き、事業者のリサイクル意識の醸成を行う必要があります。 

水資源の有効利用では、雨水利用や下水処理水（再生水）利用についても取組を進めて

おり、市内には 500 件以上の雨水貯留施設が設置されています。今後も雨水貯留施設の

設置や再生水の利用促進などにより、限りある水資源を有効に活用していくことが必要で

す。 

 

【行政の取組】 

施策 1 家庭ごみのリサイクルの推進 

●家庭ごみ有料化制度によりごみのリサイクルを推進します 

●ごみの分別収集の徹底を図るとともに、缶・ビン・ペットボトル・新聞・雑紙類・小

型家電等の再資源化を推進します 

●有価物集団回収運動を実施し、市民参加のリサイクル運動を促進します 

●イベントや広報誌等により、リサイクルについて啓発を実施し、市民意識の高揚を図

ります 

 

施策 2 事業系ごみのリサイクルの推進 

●剪定枝等の堆肥化を行うことでリサイクルを促進します 

●建築廃棄物のリサイクルを促進します 

●農業用廃プラスチックの適正処理について啓発するとともに、回収作業を支援します 
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施策 3 水資源の有効利用の推進 

●雨水貯留施設の設置を支援し、水資源の有効利用を促進します 

●学校施設において雨水利用施設を設置し、水資源の有効利用を促進します 

●下水処理による再生水を散水や雑用水として有効利用します 

●節水に関する啓発を行います 

 

【市民の取組】 

●リサイクル製品の利用に努めます 

●ごみの分別を行い、資源物の再資源化に努めます 

●リユースショップ等を積極的に利用します 

●雨水貯留施設を設置し、水資源の有効利用に努めます 

●節水型機器の設置や風呂の残り湯の利用など、節水に努めます 

 

【事業者の取組】 

●廃棄物の再資源化に努めます 

●リサイクルに配慮した製品の製造・販売に努めます 

●建築廃棄物のリサイクルに努めます 

●雨水貯留施設を設置し、水資源の有効利用に努めます 

●節水型機器の設置など節水に努めます 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

リサイクル率（一般廃棄物） ％ 21.9 33.0 
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環境目標４―（３）ごみの適正な処理を進めます 

 

 

 

現状と課題 

市内から排出される一般廃棄物は、福宗環境センターや佐野清掃センターで焼却、埋め

立て処分されますが、埋め立て処分場の残余容量のひっ迫などが懸念されています。この

ため、一般廃棄物の排出抑制及び減量化、再生利用を促進することはもとより、廃棄物処

理施設の適正な管理・運営や埋立場の延命化を図る必要があります。 

産業廃棄物については、排出事業者や処理事業者への指導啓発等により、再生利用率の

増加や最終処分率の減少など、一定の効果がみられています。その一方で、産業廃棄物の

排出量の増加や、最終処分場の残余容量の減少などの変化もみられていることから、これ

らの問題に対応することが必要です。 

また、本市においても、大規模な地震の切迫性が指摘されており、復旧・復興のスピー

ドにも大きく影響する災害廃棄物の処理を迅速かつ適正に行うことが必要です。 

不法投棄の現状においては、依然として小規模な不法投棄が発見されていることから、

監視を徹底するなど不法投棄の防止に向けた取組が必要です。 

 

 

【行政の取組】 

施策 1 廃棄物の適正処理 

●廃棄物処理施設の適正かつ安定した管理・運営に努めます 

●焼却灰、飛灰を再資源化することで、最終処分場の延命化を図ります 

●排出事業者等への啓発・指導を通して、減量化・再資源化を促進します 

●事業者が設置する産業廃棄物処理施設については、円滑な設置と適正な配置に努めま

す 

●廃棄物処理施設等への立入検査による監視指導を行い、適正処理を推進します 

●「大分市災害廃棄物処理計画」を策定し、災害廃棄物の適正な処理に努めます 

 

施策 2 不法投棄の防止 

●不法投棄監視パトロールや監視カメラの設置等による監視指導を徹底し、不法投棄の

防止を図ります 

●「大分市廃棄物不法処理防止連絡協議会」において、関係機関等と連携の強化を図り、

不法投棄の未然防止に努めます 
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【市民の取組】 

●ごみの出し方や分別のルールを守ります 

●廃棄物の不法投棄をしません 

 

【事業者の取組】 

●廃棄物を適正に処理します 

●廃棄物処理事業者は、処理施設等を適正に管理します 

●廃棄物処理施設の周辺環境の保全に努めます 

 
【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

最終処分率 ％ 6.2 3.0 

おおいた優良産廃処理事業者評価制度 

認定事業者数 
事業者 10 30 
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環境目標５―（１）地球環境への負荷を低減します 

基本目標５ 低炭素な暮らしが実現した地球環境にやさしいまち（地球環境） 

 

 

現状と課題 

地球温暖化対策に関して、本市では、「地球温暖化対策おおいた市民会議」を設置し、温

室効果ガスの削減に向けた取組を市民、事業者等と連携して進め、日常生活や事業活動に

おける省エネ行動の促進や省エネ機器の導入、公共交通の利用促進などを図っています。

今後も市民や事業者と連携して地球温暖化対策を推進する必要があります。 

また、一方で、2015（平成 27）年 11 月には「気候変動の影響への適応計画」が閣議

決定され、温室効果ガスの排出の抑制等だけではなく、気候変動の影響に対処することが

求められています。 

オゾン層保護対策に関して、市内で廃棄される冷蔵庫やエアコン等の製品のフロンにつ

いて適正な回収・処理の普及啓発を継続して推進する必要があります。 

 

【行政の取組】 

施策 1 地球温暖化対策の推進 

省エネ行動の促進 

●国民運動「COOL CHOICE」を展開し、事業者・市民の省エネ行動を促進します 

●「地球温暖化対策おおいた市民会議」等と連携し、各種イベント等を実施することで

省エネ行動に関する市民の意識高揚を図ります 

●市職員が率先して環境に配慮したエコ・オフィス運動に取り組みます 

●緑のカーテンの普及啓発を行います 

 

省エネ設備の導入 

●住宅等への省エネルギー・再生可能エネルギー等利用設備の導入を支援します 

●公共建築物の新築・増改築時に、環境に配慮した省エネ設備・再生可能エネルギー利

用設備の積極的な導入を図ります 

●街路灯・防犯灯等の LED 化を推進します 

●中小企業等に対し、環境保全対策に必要な資金を融資します 
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環境にやさしい交通 

●公共交通の利用やエコドライブを促進します 

●低燃費車や低公害車等の公用車への導入を図り、市民・事業者の地球環境保全への関

心を高めます 

●自転車利用を促進します 

 

建築物の環境性能の向上 

●低炭素建築物・長期優良住宅の認定を推進します 

●新築及び既築建築物における省エネ基準の適合を促進します 

 

気候変動による影響の軽減 

●大雨や高潮時における危機管理体制の強化や治山・治水対策の充実など、水災害の被

害を未然に防止し、または最小限に抑えるための対策を実施します 

●熱中症や、蚊などを媒介する感染症の発生を未然に防止するため啓発等を実施します 

●気候変動に対応した農産物の生産体制や生産基盤の整備を推進します 

 

施策 2 オゾン層保護対策等の推進 

●フロン類回収業者に対して、フロン類の適正な再利用や回収を行うよう指導します 

●酸性雨の連続監視を行うとともに、原因となる硫黄酸化物や窒素酸化物の排出量抑制

対策を推進します 

●中小企業等に対し、環境保全対策に必要な資金を融資します（再掲） 
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【市民の取組】 

●エネルギー消費の見える化や省エネ行動に努めます 

●敷地内の緑のカーテン等の導入に努めます 

●LED 照明や高効率給湯器等、省エネ設備の導入に努めます 

●通勤や買物などの移動の際は、自転車や公共交通を利用します 

●自家用車を購入する際は、低燃費車・低公害車の購入に努めます 

●エコドライブ、アイドリング・ストップの運転に努めます 

●住宅を新築、増改築する際は、省エネ基準の適合に努めます 

●フロンが含まれる製品（冷蔵庫等）を廃棄する際は、適正に処分します 

 

【事業者の取組】 

●エネルギー消費の見える化や省エネ行動に努めます 

●敷地内の緑のカーテン等の導入に努めます 

●LED 照明や高効率給湯器等、省エネ設備の導入に努めます 

●省エネ商品の提供に努めます 

●通勤や用務などの移動の際は、自転車や公共交通を利用します 

●社用車を購入する際は、低燃費車・低公害車の購入に努めます 

●建築物を新築、増改築する際は、省エネ基準の適合に努めます 

●フロンガスの排出抑制を行うとともに、その適正な回収・処理を行います 

●酸性雨の原因となる硫黄酸化物や窒素酸化物の排出抑制に努めます 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ25 Ｈ36 

民生(家庭)部門における CO2 排出量 千 t-CO2 794 576 

民生(業務)部門における CO2 排出量 千 t-CO2 798 626 

運輸(自動車)部門における CO2 排出量 千 t-CO2 1,131 917 
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環境目標５―（２）エネルギーの有効活用を進めます 

 

 

 

現状と課題 

本市は、事業者による大規模太陽光発電設備の設置が進み、全国有数の再生可能エネル

ギー活用都市となっています。また、市の施設においても、福宗環境センター、佐野清掃

センターでのごみ焼却の余熱利用発電を導入するなど、未利用エネルギーの活用を進めて

きました。 

東日本大震災以降、原子力発電所の停止に伴う全国的な電力の需給問題が発生するなど、

エネルギーを取り巻く情勢は大きく変化しており、エネルギーの有効活用を積極的に行う

ことがこれまで以上に求められています。そのため、市民生活や事業活動における再生可

能エネルギーや未利用エネルギーの導入促進やエネルギーの地産地消を図っていく必要

があります。 

また、次世代エネルギーとして注目されている水素エネルギーは、使用時に二酸化炭素

を排出しないことから、温室効果ガスの削減に貢献することが期待されており、様々な分

野で水素が活用される「水素社会」の実現に向けた取組を進めることが必要です。 

 

【行政の取組】 

施策 1 再生可能エネルギー等の利用促進 

再生可能エネルギーの導入促進 

●住宅等への省エネルギー・再生可能エネルギー等利用設備の導入を支援します（再掲） 

●再生可能エネルギー（太陽光、水力、風力、バイオマス、地熱等）に関して情報提供

をするなど導入を促進します 

●市有施設への再生可能エネルギー利用設備の導入を推進します 

●間伐により発生した林地残材のバイオマス発電利用について支援します 

●中小企業等に対し、太陽光発電装置の設置に必要な資金を融資します 

 

未利用エネルギーの利用促進 

●ごみの焼却によって発生する余熱を活用して発電を行います 

●下水汚泥等のバイオマスの利活用について検討します 
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施策 2 新たなエネルギーの導入促進 

●「大分市水素利活用協議会（仮称）」を設置し、水素エネルギーの利活用を図るため

の計画を策定します 

●燃料電池自動車の購入に対して補助金交付を行い、普及を促進します 

●中小企業等に対し、燃料電池自動車の購入に必要な資金を融資します 

 

【市民の取組】 

●住宅への再生可能エネルギー利用設備の導入に努めます 

●再生可能エネルギーで発電したクリーンな電力の使用に努めます 

●水素エネルギーを活用した製品の導入に努めます 

 

【事業者の取組】 

●事業所での再生可能エネルギー利用設備の導入に努めます 

●再生可能エネルギーで発電したクリーンな電力の使用に努めます 

●水素エネルギーを活用した製品の導入に努めます 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

市の補助等を活用した 

再エネ・省エネ設備導入件数（累計） 
件 455 3,600 

太陽光発電設備を設置した学校数 校 9 18 
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環境目標６―（１）環境教育・環境学習を進めます 

  基本目標６ 環境の保全に連携して取り組むまち（環境教育・連携） 

 

 

 

現状と課題 

本市では、様々な環境イベントを通じて環境意識の普及啓発を推進するとともに、学校

や公民館での環境教育・環境学習や、地域の農林水産物を地域で消費する地産地消の取組

を推進しています。 

環境保全活動への取組を推進していくためには、地域の環境への理解を深め、気づき、

考え、主体的に行動する人材を育成することが重要であり、そのためには、子どもの頃か

ら環境問題について考え学ぶことや、学校、家庭、地域が連携して環境教育を推進してい

くことが重要です。 

市民アンケート調査結果において、環境教育・連携に関する重要度は高くなっており、

今後も幅広い年齢層への啓発活動や、市民への環境情報発信の充実により、子どもから大

人まで学べる環境を整備していくことが必要です。 

 

 

【行政の取組】 

施策 1 環境教育・環境学習の充実 

●環境教育副読本等を活用し、子どもの発達の段階に応じた取組を推進します 

●子どもたちに省エネルギーなどを実践する取組を実施し、家庭内での環境学習を推進

します 

●教職員への環境教育に関する研修を実施し、環境教育の充実を図ります 

●環境に配慮したエコスクールの整備を推進します 

●環境イベントを通して、広く市民に環境問題に関する普及啓発を推進します 

●講座や出張教室等を開催し、環境に関する市民の意識高揚を図ります 

●大分エコライフプラザにおいて、リサイクルの啓発とともにフリーマーケット等の各

種イベントを通じて環境意識の向上を図ります 
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施策 2 地産地消の促進 

●地産地消イベントを開催し、生産者の直売や加工等に対して支援を実施します 

●大分市地産地消サポーター制度を通して、市民の地産地消を促進します 

●農作物の収穫体験を通して、都市住民と農村集落との相互理解を促進します 

●学校給食における地元産食材の積極的な利用を促進します 

 

施策 3 環境情報の活用 

●環境白書により環境の現状や環境基本計画の進捗状況などを公表し、市民の環境に関

する理解を促進します 

●ホームページ等を活用し、環境に関する情報の提供の充実を図ります 

 

【市民の取組】 

●地域で行われる講座やイベント等、環境教育・環境学習活動に積極的に参加します 

●家庭内で環境について話し合う機会を増やします 

●地域に根ざした安全で環境負荷の少ない農林水産物を積極的に活用します 

 

【事業者の取組】 

●地域で講座やイベント等を行います 

●事業所内での環境教育・環境学習活動に努めます 

●市や NPO 等が推進する環境教育・環境学習活動に協力します 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

環境学習会・講演会参加者数 人 751 1,000 

大分市ホームページ 

「環境イベント情報や募集情報等 

お知らせ」サイト年間アクセス件数 

件 25,581 30,000 

地産地消サポーター数 件 2,152 3,400 
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環境目標６―（２）市民・事業者・NPO 等との連携を進めます 

 

 

 

現状と課題 

本市では、大分市環境保全活動団体登録制度を実施し、様々な環境分野の民間団体（環

境 NPO 等）の交流や支援に取り組んでいます。また、事業者や市民の自発的な環境保全

行動を促進するため、「こどもエコクラブ」や「きれいにしようえおおいた推進事業」の

取組を行っています。 

特に、2013（平成 25）年度からは、顕著な環境保全活動を行っている団体を表彰し、

その取組を広く紹介しています。また、環境省が定めた環境経営システム「エコアクショ

ン 21」の取組を推進するため、2015（平成 27）年度より、エコアクション 21 認証・

登録を長期にわたり受けている市内の事業者に感謝状を贈呈しています。 

今後も引き続き各団体の環境保全活動を支援するとともに、団体のネットワーク化など

を推進し、市、市民、事業者が連携して取り組むパートナーシップ体制の構築が必要です。

また、広域的な環境問題に対応するため、国際的な協力の推進も必要となっています。 

 

【行政の取組】 

施策 1 人材の育成やネットワーク化の推進 

●「地球温暖化対策おおいた市民会議」を開催し、市、市民、事業者が連携した取組

を進めます 

●大分市環境保全活動団体の登録を促進し、環境保全活動団体のネットワーク化を推進

します 

●環境保全活動を行う団体の情報発信等を行い、団体同士の連携や活性化を促進します 

●環境に係る人材のデータの更新を定期的に行うとともに、検索しやすい環境の整備を

行います 

●環境保全、資源節約に関する国際的な協力を推進します 

 

施策 2 環境保全活動の促進 

●環境保全活動団体の活動を支援します 

●子どもたちの環境に対する意識の高揚を図るため、「こどもエコクラブ」への参加を

促進します 

●事業者の環境保全の取組を推進するため、エコアクション 21 の導入を促進します 

●優れた環境保全活動を行っている市民団体や事業者を顕彰し、環境保全活動を促進し

ます 
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【市民の取組】 

●身近な環境問題に興味を持ち、日常的に環境保全活動の実践に努めます 

●地域における環境保全活動への参加に努めます 

 

【事業者の取組】 

●環境保全活動への参加・協力に努めます 

●環境保全に関する知識のある人材の育成に努めます 

●エコアクション２１などの環境マネジメントシステムの認証に努めます 

 

【目標設定】 

指標名 単位 
現状 目標値 

Ｈ27 Ｈ36 

大分市環境保全活動団体数 団体 37 46 

こどもエコクラブ在籍数 人 380 500 
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第５章 重点的な取組（リーディングプロジェクト） 

 

環境基本計画は、計画がめざす環境づくりの施策が行政各分野の広範囲にわたり極めて広

く、また、実施する主体も多岐にわたっているため、施策の実施が各部局に委ねられ、実施状

況や実施効果が見えにくく、連携して進めることが難しいという課題を抱えています。 

そのため、次のような視点から、複数の関連する基本目標や環境目標においてそれぞれが

相互に連携し、先導的に環境の保全と創造を牽引していく取組を「リーディングプロジェクト」

として位置づけ、総合的、効果的に計画を推進していきます。 

（1）市、市民、事業者等の多様な主体の連携が必要な取組 

（2）施策が複合的でかつハードとソフトの施策の連携が必要な取組 

（3）すべての部局が連携し、それぞれが責任をもって主導、遂行する必要がある取組 

このような視点から、本市の環境を将来にわたって守っていくために、豊かな自然と生き

ものを保全する「生物多様性保全プロジェクト」、温室効果ガスの排出を抑制する「低炭素な

くらしプロジェクト」、持続可能な社会づくりに貢献する「ひとを育てる環境教育プロジェク

ト」を実施します。 
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リーディングプロジェクト① 生物多様性保全プロジェクト 

 
 

 

市民の営みと自然環境の相互作用を通して、二次林、農地、ため池などで構成されてい

る里地里山をはじめ、自然豊かな海・山・川は、長い年月をかけながら作り上げられてき

ました。これらの自然環境は大分市民の生活に密接に関わる貴重な財産であり、食糧や木

材等自然資源の供給、水資源のかん養、国土の保全、地域固有の景観の形成、身近な自然

とのふれあいの場、文化の伝承等、私たち市民の生活に様々な恵みをもたらしてくれてい

ます。 

私たちは、生物多様性を守るために、これらの貴重な自然環境を、市民共有の財産とし

て、これからも適切に維持・保全していかなければなりません。そのためには、市民、事

業者など多様な主体が関わり合いながら、地域間の交流と連携を通じて、里地里山や森林

の保全・維持管理や農林業の活性化等、生物多様性を保全する活動を促進する必要があり

ます。 

本プロジェクトでは、特に「第 4 章 基本目標１」の促進に向け、相互に連携して先導

的に推進していく施策として、多様な自然環境の保全、里地里山や森林の維持・再生、地

域の生態系の保全を、自然との共生のもと、全市民の暮らしや営みが一体となって実現さ

れていくことをめざしています。 

 

多様な自然環境の保全 

不要な開発や乱獲などの人間活動による危機から絶滅危惧種を含む多種多様な生きも

のの生息・生育地を守るため、多様な自然環境を把握・保全するとともに、生物多様性に

関する普及啓発を推進します。また、地球環境の変化の危機に対して、温暖化などの影響

を受ける生態系等の情報を収集し把握に努めます。 

 

◆「大分市都市計画マスタープラン」に基づき、自然的環境を保全し整備に努めます 

◆大分市自然環境調査報告書を活用するとともに、学識経験者との連携を図りながら、

多様で貴重な動植物の実態把握やその保護に努めます 

◆自然観察会や各地域の特色を持った自然体験学習会を開催し、本市の身近な自然に親

しむとともに、生きものを大切にする心を育みます 

◆生物多様性に関する普及啓発を推進し、多種多様な動植物について、保全の意識を高

めます 

◆地球温暖化対策の取組を進めるとともに、気候変動等が生態系に与える影響について

情報収集し把握に努めます 
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里地里山や森林の維持・再生 

自然に対する働きかけの縮小による危機から里地里山や森林（奥山地域）を保全するた

め、適切な維持管理や木材利用の推進を行います。また、そこで暮らす住民だけでなく、

都市部に暮らす住民など誰もがその恵みを享受していることから、多様な主体の連携のも

と里地里山や森林の保全管理を促進します。 

 

◆森林の公益的機能を発揮するため、間伐等の森林整備を支援します 

◆NPO やボランティア団体との連携により、都市と山村の交流を促進することで、里

山の保全を図ります 

◆地域林業の担い手としての林業就業者の育成を積極的に進め、里地里山の保全や森林

整備を推進します 

◆耕作放棄地対策のため、農業の担い手の育成や農地の流動化を推進します 

◆農業及び生態系などへの被害をもたらす恐れのあるイノシシ、シカ等の有害鳥獣対策

を推進します 

◆地元農業の活性化や農地の生態系の保全のため、農産物の地産地消を促進します 

◆竹林を整備する NPO やボランティア団体等に対して、竹粉砕機貸出しなどの支援を

実施します。 

◆林地残材等のバイオマスについて、有効活用を促進します。 

 

地域の生態系の保全 

人間により持ち込まれたものによる危機から地域固有の生態系を守るため、外来生物に

関する知識の普及啓発や特定外来生物対策を推進します。また、環境保全型農業により、

安全・安心な農作物の生産を推進するとともに、化学物質による環境負荷を低減します。 

 

◆外来生物を増やさないため、外来生物被害予防三原則を基本とした正しい知識の普及

啓発に努めます 

◆市内で発見されているアライグマなどの特定外来生物は生態系、人の生命・身体、農

林水産業に被害を及ぼす恐れがあるため、生息・生育域を拡大させないよう防除対策

を推進します 

◆減化学肥料などによる農業生産や家畜排せつ物の有効活用を促進するなど、環境に配

慮した農業を推進します 
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リーディングプロジェクト② 低炭素なくらしプロジェクト 

 

 

 

地球温暖化による気候変動によって、生物種の絶滅や生態系の破壊、農作物の収量や漁

獲量の変化など、人々の生活への影響が懸念されています。 

このような中、2015（平成 27）年 12 月に COP21 で、産業革命前からの気温上昇

を２℃未満に抑えることを国際目標として掲げた「パリ協定」が採択されました。日本は

2030（平成 42）年度に 2013（平成 25）年度比で 26％の温室効果ガス削減を目標に、

各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにした「地球温暖化対策計画」を 2016（平

成 28）年 5 月に策定しました。 

2011（平成 23）年 3 月 11 日に発生した東日本大震災以降、国のエネルギー情勢も

大きく変化しており、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーが注目されてきま

した。 

地域のエネルギーを効率よく使用するには、省エネルギーや再生可能エネルギー・水素

エネルギー利活用などの取組を個別に進めるのではなく、連動させた地産地消のエネルギ

ーシステムが必要です。 

本プロジェクトでは、特に「第 4 章 基本目標５」の促進に向け、相互に連携して先導

的に推進していく施策として、再生可能エネルギー等の利用促進、エコライフ・エコビジ

ネスの促進、水素エネルギーの導入促進を行い、温室効果ガスの排出を抑制した低炭素な

くらしの実現をめざしています。 

 

再生可能エネルギー等の利用促進   

地域固有の再生可能エネルギー資源を活用し、再生可能エネルギーの地産地消、防災拠

点としての自立分散型エネルギーシステムの構築を図ります。 

 

◆太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備の設置者へ支援を行うことで導入

を促進します 

◆電力のピークカットに寄与する蓄電池について、設置者に対し支援するなど、導入を

促進します 

◆ごみ焼却時に発生する熱で発電を行い、余剰電力については売電するなど、有効利用

を図ります 

◆ホームページ等を活用し、再生可能エネルギーの情報提供に努めます 
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エコライフ・エコビジネスの促進   

省エネ設備の導入、省エネ行動の促進を引き続き実施するとともに、建築物の環境負荷

を低減し、公共交通の利用を促進することで低炭素なくらしを推進します。 

 

◆省エネ機器等に関する情報提供に努め、省エネ設備の導入を促進します 

◆エコライフスタイル・エコビジネススタイルについて、イベント等を通じて情報提供

や啓発を実施し、日常生活や事業活動における省エネ行動を促進します 

◆省エネ効果が高く二酸化炭素の排出抑制に寄与する低炭素住宅を推進します 

◆バスマップ配布やモビリティ・マネジメント教育の実施により、公共交通の利用促進

に努めます 

 

水素エネルギーの導入促進   

本市では、臨海部のコンビナート工場群において多量の副生水素が発生しており、その

供給ポテンシャルは大きいものがあり、需要側との均衡を図ることで、低炭素社会の実現

に寄与することが期待されています。エネルギーの地産地消や関連する産業振興の視点か

らも水素利活用計画を策定し、水素エネルギーの周知・広報や普及促進を図ります。 

 

◆使用時に二酸化炭素を排出しない水素エネルギーの利活用は、温室効果ガスの削減に

寄与するため、水素利活用計画を策定します 

◆水素エネルギーに関する周知・広報に努め、シンポジウムを開催するなど、気運の醸

成を図ります 

◆燃料電池車の公用車への率先導入を図ります 

◆家庭用燃料電池の設置者に対し支援するなど、水素利用の普及啓発を推進します 

◆非常用電源の備えとして大きな役割を持つ水素関連設備の公共施設への導入を検討

します 
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リーディングプロジェクト③ ひとを育てる環境教育プロジェクト 

 

 

 

環境を軸とした持続可能な成長を進める上で、本市と環境保全活動団体・事業者・市民

との連携がますます重要になっています。 

近年、国連が推進する持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の動きや、学校における

環境教育の関心の高まりなどを踏まえ、また自然との共生の哲学を活かし人間性豊かな人

づくりにつながる環境教育をなお一層充実させることを目的として、国は、2012（平成

24）年に「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」を施行しました。 

本市でも、先人から受け継いできた、かけがえのない恵み豊かな自然を大切に守り、共

生し、将来の世代へと引き継いでいくために、自ら考え、行動できる人材を育成していく

ことが重要です。 

本市の環境について自ら向き合い、自ら行動する人材を育成するために、子どもから大

人まで生涯を通じて学ぶ機会や場を創出していくことが必要となります。 

本プロジェクトでは、特に「第 4 章 基本目標 6」の促進に向け、相互に連携して先導

的に推進していく施策として、環境教育・環境学習の推進、環境人材の育成、ネットワー

ク化と連携の推進を軸に、持続可能な社会づくりに貢献する「ひとを育てる」ことをめざ

しています。 

 

環境教育・環境学習の推進   

学校教育における環境教育の充実のため、体験学習の実施や環境教育副読本等の活用、

教職員に対する研修等を実施します。また、市民に向けた環境教育・環境学習では、各種

環境イベント等を実施し、環境に対する理解を深め、行動力をはぐくみます。 

 

◆学校教育において、子どもたちが環境についての理解を深め、環境に配慮した行動が

取れるようにするため、環境教育の充実を図ります 

◆学校教育において、環境を大切にする心を育むため、体験活動・体験学習を推進しま

す 

◆環境教育副読本や地球温暖化対策ガイドブック等を作成・活用し、子どもたちに対す

る環境保全や地球温暖化防止についての知識の普及と意識の向上をめざします 

◆効果的な環境教育、環境保全活動を実践するため、教職員に対する研修を実施します 

◆家庭内での省エネルギーなどの実践を通して、子どもたちへの環境教育・環境学習を

推進します 

◆各種環境イベントを開催し、市民一人ひとりの意識の高揚を図ります 

◆地区公民館において、環境イベントや学習会を開催するなど、各地域に即した環境教

育・学習の取組を実施します 
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環境人材の育成   

環境保全活動の支援を通して、各種団体と連携し、地域における環境保全の実践活動に

主体的・継続的に取り組む人材の育成を図ります。 

 

◆生涯学習指導者やボランティア、NPO 等を登録した大分市人材バンクを活用し、環

境保全活動や実践活動の支援を行います 

◆地球温暖化対策おおいた市民会議や大分市環境保全活動団体と連携し、環境保全活動

を担う人材の育成を推進します 

◆子どもたちの環境に対する意識の高揚を図るため、「こどもエコクラブ」の支援を行

い、参加を促進します 

 

ネットワーク化と連携の推進   

市民やＮＰＯ、事業者等が、容易に環境問題や環境保全活動についての情報に触れ、各

主体が効果的な活動に向けて情報交換等を行える拠点を整備するとともに、環境保全活動

団体等のネットワーク化の支援など、それぞれの主体的な環境活動を支援します。 

 

◆大分市環境保全活動団体の情報の共有化や交流の活性化など、ネットワーク化を推進

します 

◆環境保全活動団体等が開催する環境イベント情報や各種募集情報、また市民や環境保

全活動団体を対象とした環境助成情報等について、ホームページ等を活用し、情報の

発信・提供を行います 

◆大分エコライフプラザにおいて、フリーマーケットや体験教室等を開催し、市民の主

体的な環境保全活動を支援します 

◆環境白書等を通じて、環境の現状や環境基本計画の進捗状況などを示すことで、市民

の環境に関する理解を促進します 
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第６章 計画の推進に向けて 

第１節 推進体制 

本計画の実効性を確保し、効果的な推進を行い、望ましい環境像を実現するためには、市、

市民、事業者、関係団体等、多様な主体の連携により、全市的に取組を進めていくことが重要

です。このため、下記の体制により、計画を着実に推進していきます。 

 

 

（１）大分市環境審議会 

大分市環境審議会条例に基づき、環境の保全と創造に関する基本的事項について調査

審議するための市長の諮問機関として、学識経験者や市民及び事業者の代表者等で構成

される大分市環境審議会を設置しています。 

市は、環境審議会に対し、計画の策定及び見直し、環境の現状や計画の進捗状況等の

報告を行うとともに、意見や提言を受け、その反映に努めます。 

 

（２）大分市地球環境保全推進本部 

市では、環境保全に係る施策を総合的に推進するために、関連各課が横断的に連携し

て取り組む組織として、「大分市地球環境保全推進本部」を設置しています。 

副市長を本部長、部局長を本部員とした庁内組織を設置し、本市における環境の保全

と創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るとともに、必要に応じて目標や施

策の見直しを行います。また、推進本部の下には、環境に関する事項について検討し、

又はその推進を図るため、課長などで構成する幹事会を置いています。 



 

74 

 

 

 

第２節 進行管理 

各施策の進捗状況と指標の達成状況などを把握する進捗管理を行います。 

各施策の進行管理の結果は、取組内容の見直しに反映します。 

本計画の推進にあたっては、PDCA サイクルにより進行管理します。「計画の策定（PLAN）」、

「事業の実施（DO）」、「進捗状況の把握（CHECK）」、「計画の見直し（ACTION）」という

一連の流れを繰り返すことで、施策や事業の実施状況を継続的に改善しながら望ましい環境像

の実現をめざします。 

また、「進捗状況の把握（CHECK）」は毎年度実施し、年次報告書として大分市環境白書、

ホームページなどに掲載し、公表します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報 告 

意見・提言 

公 表 

意見・提言 

CHECK（進捗状況の把握） 

事業者・市民 

環境審議会 

大分市環境基本計画 

市、市民、事業者の取組 

計画、施策などの見直し 

庁内組織 

指示

調整 

報告 

個
別
事
業
の 

担
当
課 

大分市地球環境保全推進本部 

推進本部事務局 

PLAN（計画の策定） ACTION（計画の見直し） 

DO（事業の実施） 
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※2017（平成 29）年 4 月現在の関係部局推進体制を掲載予定 
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第７章 環境配慮指針 

環境への影響は、宅地造成や道路建設などの開発行為だけでなく、市の事務・事業、事業

者の生産活動、市民の日常生活など、全ての主体のさまざまな行為が関係しています。環境配

慮指針は、望ましい環境像の実現に向けて、市、市民、事業者が自らの行動や生活を通じ、そ

れぞれの立場で環境に配慮すべき事項を明らかにするとともに、公共事業や開発行為における

配慮の指針を示すものです。 

 

第１節 市の環境配慮指針 

市は市内でも有数の規模を持つ事業体です。その活動は、エネルギーの利用、各種資源の

消費、自然環境の改変など多岐にわたっています。このため、事業活動の主体として、事業者

や市民に率先して積極的に環境に配慮することを進めます。 

市の環境配慮指針は、市が環境に配慮した事業や活動を展開することを目的に、職員自ら

の行動や事業における環境配慮事項を示すものです。 

 

①財やサービスの購入にあたっての配慮 

 グリーン購入※の推進 

 グリーン購入の取組を推進します 

「エコマーク商品」「グリーンマーク購入法特定調達品目」等に該当する製品の情報を

活用し、購入します 

製品別の購入 

 紙 類 コピー用紙は、「総合評価値 80 ポイント以上」の用紙とします 

ポスター、パンフレット等印刷物を作成する際は、原則として「総合評価

値 80 ポイント以上」の用紙とします 

トイレットペーパーは、「古紙パルプ配合率 100％」のものとします 

電気製品 エネルギー消費効率の高い製品を導入します 

電気機器は、適正規模のものを選択します 

文具・ 

事務機器

等 

消耗品、事務用品等は、詰替え可能な文具等、環境への負荷の少ないもの

を選択します 

リサイクル製品や再利用可能な製品を購入します 

使い捨て用品や過剰包装製品の購入を自粛します 
※グリーン購入：エコマーク商品、グリーンマーク、エネルギースターロゴ商品等を 優先的に購入すること。 
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②財やサ－ビスの使用にあたっての配慮 

 紙使用 

 庁内用文書には原則として封筒を使用しません 

使用する場合は、使用済み封筒を使用します 

積極的な電子メール利用による紙の減量化を図ります 

FAX 送付状の省略化を図ります 

回覧、掲示板の活用を図ります 

両面コピー、裏紙利用の徹底を図ります 

使用済みポスター等を名刺等に活用します 

印刷部数を精査し、必要最小限にします 

会議資料や手持ち資料等の簡素化、共有化を図ります 

電気使用（照明） 

 始業前は、原則として消灯します 

昼休み時間帯は、窓口業務等を取り扱う職場の必要な照明部分のみ点灯します 

休日や時間外勤務を行う場合は必要な照明部分のみ点灯します 

市民サービスや業務に支障のない範囲で不要な照明は消灯します（廊下、窓側、ロビ

ー、トイレ等） 

更衣室、会議室、倉庫等の照明は使用時のみ点灯します 

電気使用（照明以外） 

 パソコン、コピー機、プリンター等を省エネモードに設定し、電気需要の平準化に努

めます 

昼休み時間帯等は、使用していないパソコン等 OA 機器の電源を切ります 

業務外電気製品は撤去します 

退庁時、可能なものは電源ケーブルをコンセントから抜くように努めます 

冷蔵庫については、冬季（暖房期間中：12/1～3/31）期間は電源を切ります（ただ

し、業務上、直接必要がある職場は除く） 

3 階程度の昇りは階段を使います 

降りは、原則、階段を利用します 

クールビズ、ウォームビズ等を積極的に行います 

 公用車及び自家用車の適正利用 

 エコドライブを徹底します 

アイドリングストップの徹底を図ります 

タイヤの空気圧の点検等、定期的な整備に努めます 

近距離移動には徒歩もしくは自転車を利用します 

通勤には鉄道、バス等の公共交通の積極的な利用に努めます 
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 廃棄物の減量化、リサイクルの推進 

 事務機器、用品等の故障、不具合の際の修繕再利用に努めます 

給食廃棄物の減量に努めます 

用紙類、空き缶、空き瓶、ペットボトル等の分別排出のため、回収ボックスを設置し、

分別、リサイクルを推進します 

マイボトル、マイ箸の持参に努めます 

その他 

 冷凍空調機器（エアコン、冷蔵庫等）の適正管理により、フロン類の排出抑制に努め

ます 

ガス湯沸かし器の効率的使用に努めます 

節水コマの取り付けなど節水の徹底を図ります 

重複保管文具等の物品を点検し、有効利用を図ります 

 

③施設の建築、管理等にあたっての配慮 

 建築時 

 公共建築物の建設にあたっては、省エネルギー、省資源など環境保全の模範となるよ

うな設計に努めます 

「建築材料等に係るトップランナー制度」に基づき、断熱材や複層ガラス、遮光フィ

ルムなど断熱性の高い建具の使用に努めます 

公共施設の適正配置※ 

 「大分市公共施設等総合管理計画（平成 28 年 3 月）」「大分市教育施設整備保全計画

（平成 28 年 5 月）」に基づき、公共施設の全庁的な利用調整を行い、施設の保有総

量縮小、効率的利用及び長寿命化の取組を進め、市有施設の管理運営の最適化を図る

ことにより、環境負荷の軽減に努めます 

施設の適正管理 （空調、給湯、照明） 

 高効率な空調機、給湯機、照明の導入に努めます 

夏季は、室温 28℃を目処に、適切な冷房を行います 

冬季は、室温 19℃を目処に、適切な暖房を行います 

エアコンフィルター等の定期的な清掃や管理に努めます 

不用な照明の間引き運転に努めます 

施設の適正管理 （電気の使用） 

 温水洗浄便座の適切な利用に努めます 

省エネルギー、省資源設備等環境負荷の少ない機器の導入に努めます 

ポンプのインバータ制御など、省エネ化に努めます 

施設の適正管理（水の利用） 

 節水機器の導入に努めます 

下水処理水等の有効利用に努めます 
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 その他の管理 

 公用車への次世代自動車（ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッ

ド自動車、燃料電池自動車等）の導入を推進します 

緑の保全や緑化の計画的な推進に努めます 

省エネ診断等の活用に努めます 

デマンド監視装置等の導入等によりエネルギー消費の見える化及び最適化を図ります 

その他環境の保全に配慮した管理に取り組みます 
※大分市では、学校、公民館などの建物の多くが整備後３０年以上経過していることから、今後は老朽化の進行により多額の改修費や更新費
が同時期に必要になることが見込まれています。また、環境面からも、多くの廃棄物が一度に発生することとなってしまうなどの問題が考
えられます。こうした課題を解決するため、公共施設の最適配置に向けた検討を行っています。 

 

④施設の発注工事や施工管理、委託にあたっての配慮 

 公共事業における配慮 

 建設機器使用に伴う排気ガスの発生抑制に努めます 

施工に伴う、水質汚濁・騒音振動・悪臭等の発生抑制に努めます 

大分市が発注する工事の材料については大分市内において産出、生産又は製造された

物（地域産材など）の使用に努めるよう、受注者に求めます 

大分市が発注する工事の建築資材の調達については「大分県リサイクル認定製品」を

優先して使用するよう、受注者に求めます 

建築副産物の排出抑制、リサイクルを推進します 

リサイクル建設資材の使用を推進します 

 

⑤再生可能エネルギー等利用設備の導入推進 

 

 

公共施設における太陽光発電設備や雨水利用設備、コージェネレーション設備等の導

入に努めます 

 

⑥未利用エネルギー等の有効活用 

 水素エネルギー利活用計画を策定し、水素エネルギーの利活用を促進します 

ごみ焼却時に発生する熱の有効活用に努めます 
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第２節 市民の環境配慮指針 

今日の環境問題の根底には、大量生産、大量消費、大量廃棄といった社会経済システムと、

それに支えられた都市生活があります。そのため、市民一人ひとりが自らの生活を振り返り、

より環境にやさしいライフスタイルを確立し、実践することが重要な課題です。 

日常の生活において期待される役割と具体的な環境配慮指針として、第 4 章に掲載されて

いる【市民の取組】を市民の環境配慮指針としてとりまとめます。 

 

基本目標 具体的環境配慮事項 
  

豊かな自然をはぐ

くみ生きものと共

生できるまち 

（自然環境） 

 

 

 

川や海ではごみの持ち帰りなどルールやマナーを守ります 

河川清掃活動や里山保全活動などに積極的に参加します 

間伐材を利用した商品を積極的に活用します 

行政と連携して森林公園の適切な管理に努めます 

市民農園や農業体験などに積極的に参加し農業への関心を深めます 

耕地の適正管理に努めます 

有害鳥獣による農作物等への被害軽減を図るための対策に努めます 

鳥や昆虫、植物などの自然に親しみ保護に努めます 

外来生物に関する正しい知識を身につけます 

自然観察会や体験学習などに積極的に参加します   

水辺や緑と親しみ

歴史・文化が薫るま

ち 

（快適環境） 

 

水辺を守る活動やイベントに参加・協力します 

生垣の設置や庭木の植栽など緑化に努めます 

ボランティア緑化活動などに積極的に参加し、身近な場所の緑化に努

めます 

地域の公園・緑地の維持管理活動に積極的に参加・協力します 

住宅の外観等、周辺のまちなみとの調和を図り、良好な景観形成に協

力します 

地域の清掃活動に積極的に参加します 

歴史や文化財へ関心を持ち、保存・活用の活動に参加します 

地域の祭りや伝統行事に参加し、次世代へ受け継いでいきます   

水や空気がきれい

で健康に暮らせる

まち 

（生活環境） 

公共下水道が整備された地域では、下水道への接続を速やかに行いま

す 

公共下水道が整備されない地域では、浄化槽への設置替えを行います 

浄化槽の設置後は、適正な維持管理を行います 

食べ残しや廃食油を直接流さないなど、家庭でできる生活排水対策に

努めます 

ごみ等の違法な焼却行為を行いません 

近隣の人々の生活環境を損なわないよう、悪臭の防止に努めます 

近隣住民の生活環境を損なわないよう、騒音・振動の防止に努めます 
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基本目標 具体的環境配慮事項例 

  

限りある資源が 

大切に使われてい

るまち 

（資源循環） 

 

 

 

 

 

家庭ではごみを少なくするようなライフスタイルの転換に努めます 

生ごみを減らすために、「3 きり運動」を行います 

生ごみ処理機、コンポスト容器等による生ごみの堆肥化に努めます 

買い物にはマイバックを持参し、使い捨て商品や過剰包装商品は買い

控えます 

リサイクル製品の利用に努めます 

ごみの分別を行い、資源物の再資源化に努めます 

リユースショップ等を積極的に利用します 

雨水貯留施設を設置し、水資源の有効利用に努めます 

節水型機器の設置や風呂の残り湯の利用など、節水に努めます 

ごみの出し方や分別のルールを守ります 

廃棄物の不法投棄をしません   

低炭素な暮らしが

実現した地球環境

にやさしいまち 

（地球環境） 

エネルギー消費の見える化や省エネ行動に努めます 

敷地内の緑のカーテン等の導入に努めます 

LED 照明や高効率給湯器等、省エネ設備の導入に努めます 

通勤や買物などの移動の際は、自転車や公共交通を利用します 

自家用車を購入する際は、低燃費車・低公害車の購入に努めます 

エコドライブ、アイドリング・ストップの運転に努めます 

住宅を新築、増改築する際は、省エネ基準の適合に努めます 

フロンが含まれる製品（冷蔵庫等）を廃棄する際は、適正に処分しま

す 

住宅への再生可能エネルギー利用設備の導入に努めます 

再生可能エネルギーで発電したクリーンな電力の使用に努めます 

水素エネルギーを活用した製品の導入に努めます 
  

環境の保全に連携

して取り組むまち 

（環境教育・連携） 

地域で行われる講座やイベント等、環境教育・環境学習活動に積極的

に参加します 

家庭内で環境について話し合う機会を増やします 

地域に根ざした安全で環境負荷の少ない農林水産物を積極的に活用

します 

身近な環境問題に興味を持ち、日常的にできる環境保全活動の実践に

努めます 

地域における環境保全活動への参加に努めます 
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第３節 事業者の環境配慮指針 

事業者は、地域社会の一員として、地域の環境資源の保全等に積極的に取り組むとともに、

事業活動を営むものとして、環境保全の理念をその経営にも活かしていくことが求められます。 

事業活動を行うにあたって事業者が配慮すべき事項として、第 4 章に掲載されている【事

業者の取組】を事業者の環境配慮指針としてとりまとめます。 

 
基本目標 具体的環境配慮事項 

  
豊かな自然をはぐ

くみ生きものと共

生できるまち 

（自然環境） 

 

自然環境に配慮した事業活動に努めます 

自然環境を保全する CSR 活動を積極的に進めます 

間伐や適切な伐採の実施など森林の適正な管理に努めます 

耕作放棄地の発生防止・解消に努め、資源を有効活用します 

環境保全型農業・資源循環型農業の取組に努めます 

野生動植物の保護や生息・生育場所の保全に努めます 

外来生物を持ち込まないように努めます 

生物多様性に配慮した事業活動に努めます 

生物多様性を保全する CSR 活動を積極的に進めます   

水辺や緑と親しみ

歴史・文化が薫るま

ち 

（快適環境） 

 

 

 

水辺を守る活動やイベントに参加・協力します 

地域の公園・緑地の維持管理活動に積極的に参加・協力します 

建設工事などにおいて、まちの緑へ影響を与えないように努めます 

緑のカーテン等の導入により、敷地内での緑化に努めます 

「大分市環境美化に関する条例」を守り、屋外広告物を適正に設置し

ます 

事業所周辺の美化に努めます 

地域の清掃活動に積極的に参加します 

歴史や文化財へ関心を持ち、保存・活用の活動に参加します 

事業実施の際には、文化財と調和するよう配慮します   

水や空気がきれい

で健康に暮らせる

まち 

（生活環境） 

適切な排水処理対策を行い、法令や公害防止協定等に基づいた排水基

準を守ります 

有害物質の地下浸透による地下水汚染及び土壌汚染を防止します 

法令や公害防止協定等に基づく基準を守るとともに、大気汚染物質の

排出の抑制に努めます 

違法な焼却行為は行いません 

家畜ふん尿の堆肥化など適正な処理や利用、悪臭防止に努めます 

適切な騒音・振動対策を行い、法や条例、公害防止協定等に基づく基

準を守ります 

低騒音・低振動型の機器や工法の導入に努めます 

営業騒音の低減に努めます 
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基本目標 具体的環境配慮事項例 
  

限りある資源が 

大切に使われてい

るまち 

（資源循環） 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物の減量化や排出抑制に努めます 

マイバッグ持参者への優遇措置や過剰包装の抑制により包装ごみの

減量化に努めます 

廃棄物の再資源化に努めます 

リサイクルに配慮した製品の製造・販売に努めます 

建築廃棄物のリサイクルに努めます 

雨水貯留施設を設置し、水資源の有効利用に努めます 

節水型機器の設置など節水に努めます 

廃棄物を適正に処理します 

廃棄物処理事業者は、処理施設等を適正に管理します 

廃棄物処理施設の周辺環境の保全に努めます   

低炭素な暮らしが

実現した地球環境

にやさしいまち 

（地球環境） 

 

エネルギー消費の見える化や省エネ行動に努めます 

敷地内の緑のカーテン等の導入に努めます 

LED 照明や高効率給湯器等、省エネ設備の導入に努めます 

省エネ商品の提供に努めます 

通勤や用務などの移動の際は、自転車や公共交通を利用します 

社用車を購入する際は、低燃費車・低公害車の購入に努めます 

建築物を新築、増改築する際は、省エネ基準の適合に努めます 

フロンガスの排出抑制を行うとともに、その適正な回収・処理を行い

ます 

酸性雨の原因となる硫黄酸化物や窒素酸化物の排出抑制に努めます 

事業所での再生可能エネルギー利用設備の導入に努めます 

再生可能エネルギーで発電したクリーンな電力の使用に努めます 

水素エネルギーを活用した製品の導入に努めます 
  

環境の保全に連携

して取り組むまち 

（環境教育・連携） 

地域で講座やイベント等を行います 

事業所内での環境教育・環境学習活動に努めます 

市や NPO 等が推進する環境教育・環境学習活動に協力します 

環境保全活動への参加・協力に努めます 

環境保全に関する知識のある人材の育成に努めます 

エコアクション２１などの環境マネジメントシステムの認証に努め

ます 
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第４節 公共事業や開発における環境配慮指針 

 

(１)公共事業や開発における環境配慮 

本市では様々な計画に基づいた公共事業や事業者による開発などが進行しています。 

本市の良好な環境を将来の世代へ継承するためには、環境に影響を及ぼすおそれのある

事業を進める際、計画の段階から環境へ配慮し、これらの事業を行うことが重要です。 

そのため、ここでは各種事業を進めるにあたっての環境配慮事項を示し、公共事業や

開発において、環境への配慮の取組を求めます。 

この指針では、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を８種類に区分し、それぞれの

事業について配慮すべき事項を示します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上記以外の環境に影響を及ぼすおそれのある事業については、上記事業に関する配慮 

事項を参考に、類似する項目を組み合わせるなどして、適切な環境配慮を行うことが必 

要です。 

 
 
 

（１）住宅系の事業 住宅団地の造成 

学校・病院の建設 など 

（２）商業・業務系の事業 商業・業務用施設の建設 

業務団地の造成、大規模発電設備設置 など 

（３）工業系の事業 工場・事業場の建設 

工業団地の造成 など 

（４）農林業系の事業 
農用地の整備 

農業用水路の整備 

林道の整備 など 

（５）海岸・河川系の事業 河川改修 

護岸の整備 など 

（６）交通系の事業 道路・鉄軌道の整備 など 

（７）レクリエーション系の事業 運動施設 

レジャー施設 など 

（８）廃棄物処理系の事業 処理施設の整備 など 
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(２)共通の環境配慮事項 

●構想、計画などについては、位置や規模など周辺の環境に配慮します。 

●貴重な地形・地質や動植物の生息・生育場所などの保全に配慮します。 

●歴史的・文化的資源の保全に配慮します。 

●工事にともなう土砂や濁水の流出などを防止するよう配慮します。 

●工事にともなう下流の利水や河川の環境などへの影響に配慮します。 

●工事にともなう粉じんや騒音・振動は、施工法の工夫により発生防止するなど、周

辺の環境へ配慮します。 

  
(３)事業別の環境配慮事項 

①住宅系の事業 

●緑地、広場などオープンスペースの十分な確保に配慮します。 

●建物の外観などについては、周辺の景観と調和するよう配慮します。 

●公共下水道が整備された地域においては本管と接続し、整備されない地域において

は浄化槽を設置するなど、河川などの水質汚濁防止に配慮します。 

●省エネ型設備や新エネルギー利用設備の導入など、効率的なエネルギー利用に配慮

します。 

 
②商業・業務系の事業 

●緑地、広場などオープンスペースの十分な確保に配慮します。 

●建物の外観や広告物などについては、周辺の景観と調和するよう配慮します。 

●高層建築物による日照阻害など、周辺の生活環境に影響が生じないよう配慮します。 

●物品の搬入・搬出にともなう場所を確保するなど、周辺の環境に配慮します。 

●大気汚染、悪臭、騒音・振動などの公害を防止するため、敷地の中心部に施設や設

備を配置するなど、周辺の環境に影響が生じないよう配慮します。 

●公共下水道が整備された地域においては本管と接続し、整備されない地域において

は浄化槽を設置するなど、河川などの水質汚濁防止に配慮します。 

●省エネ型設備や新エネルギー利用設備の導入など、効率的なエネルギー利用に配慮

します。 

●雨水利用システムの導入など、水循環の保全に配慮します。 

 

③工業系の事業 

●敷地周辺に緩衝緑地を設置するなど、緑化に配慮します。 

●物品の搬入・搬出にともなう場所を確保するなど、周辺の環境に配慮します。 

●大気汚染、悪臭、騒音・振動などの公害を防止するため、敷地の中心部に施設や設

備を配置するなど、周辺の環境に影響が生じないよう配慮します。 

●コージェネレーションの導入など、効率的なエネルギー利用に配慮します。 

●雨水利用システムの導入など、水循環の保全に配慮します。 
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④農林業系の事業 

●基盤整備については、水路、ため池など、身近な生き物の生息・生育場所の保全に

配慮します。 

●林道などの整備については、自然植生や地形など自然環境との調和に配慮します。 

 

⑤海岸・河川系の事業 

●多自然型工法を採用するなど、身近な生き物の生息・生育場所の保全に配慮します。 

●親水護岸の整備などによる水辺とふれあう場を創出するとともに、周辺の自然景観

との調和に配慮します。 

●埋立、しゅんせつ工事などの際、濁りを抑える工法などにより、環境に配慮します。 

 

⑥交通系の事業 

●無電柱化など良好な道路景観の創造に配慮します。 

●幹線道路は、大気の浄化や騒音の緩和などのため、街路樹や緩衝緑地の設置など、

周辺環境に配慮します。 

 

⑦レクリエーション系の事業 

●敷地内は自然植生を生かした緑化をするなど、自然環境に配慮します。 

●施設や設備については、位置や規模など、周辺の環境と調和するよう配慮します。 

 

⑧廃棄物処理系の事業 

●廃棄物については、減量化、資源化、適正処理を推進するよう配慮します。 

●廃棄物処理施設の周囲は緑化するよう配慮します｡ 

●大気汚染、悪臭、騒音・振動などの公害を防止するため、敷地の中心部に施設や設

備を配置するなど、周辺の環境に影響が生じないよう配慮します。 

●焼却処理施設については、ダイオキシンなどの有害化学物質による環境汚染が生じ

ないよう配慮します。 

●焼却余熱の利用設備導入などにより、未利用エネルギーの有効利用に配慮します。 

●最終処分場については、排出水や地下水等の監視を行うなど、周辺環境に配慮しま

す。 

 


